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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 (千円) 3,329,122 2,007,985 1,451,166 1,163,136 1,001,129

経常損失(△) (千円) △892,776 △1,263,664 △1,251,329 △846,965 △817,963

親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(千円) △937,291 △1,331,924 △1,413,569 △1,202,239 △853,899

包括利益 (千円) △937,291 △1,331,924 △1,413,569 △1,202,239 △853,899

純資産額 (千円) 1,885,084 1,308,448 528,480 200,220 845,871

総資産額 (千円) 2,385,946 1,742,318 980,430 619,161 1,126,422

１株当たり純資産額 (円) 1,119.54 549.31 79.62 7.26 8.25

１株当たり当期純損失
(△)

(円) △713.30 △699.48 △349.21 △64.35 △13.53

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 79.0 74.9 53.8 32.1 75.0

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △745,987 △1,240,343 △1,017,815 △655,234 △997,728

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △98,219 △92,806 △20,012 △43,453 2,716

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,460,290 736,356 713,940 750,529 1,474,886

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 962,614 367,982 44,071 94,828 575,476

従業員数 (人) 125 120 76 56 50
 

(注) １　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第41期の期首から適用しており、第41期以降に係る主

要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

    ２　2023年12月29日付で普通株式100株につき１株の割合で株式併合を行っております。第40期の期首に当該株式併合が行われたと仮定

し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失を算定しております。

３　第40期、第41期、第42期、第43期及び第44期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。

第40期、第41期、第42期、第43期及び第44期の株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

第40期、第41期、第42期、第43期及び第44期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 (千円) 2,172,875 1,190,634 764,944 721,617 528,754

経常損失(△) (千円) △697,933 △877,581 △889,160 △512,623 △599,619

当期純損失(△) (千円) △1,308,413 △925,008 △1,819,533 △1,208,771 △604,408

資本金 (千円) 5,049,320 5,425,553 5,743,072 451,942 1,201,946

発行済株式総数
　普通株式
　Ａ種種類株式

 
(株)
(株)

 
168,491,046

―

 
237,786,480

―

 
662,027,658

―

 
27,415,276
81,880

 
102,415,276

81,880

純資産額 (千円) 1,892,147 1,722,427 536,494 201,701 1,096,844

総資産額 (千円) 2,346,886 2,098,435 1,014,812 586,733 1,340,308

１株当たり純資産額 (円) 1,123.73 723.49 80.83 7.31 10.70

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
― ― ― ― ―
(―) (―) (―) (―) （―)

１株当たり当期純損失
(△)

(円) △995.73 △485.78 △449.50 △64.70 △9.57

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 80.6 81.9 52.7 34.1 81.7

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 (人) 94 88 46 36 32

株主総利回り
(比較指標:TOPIX)

(％)
(％)

71.4 32.1 7.1 2.8 1.6
(124.9) (112.9) (142.9) (162.8) (193.0)

最高株価 (円) 45 21 11
620
(3)

139

最低株価 (円) 17 8 1
51
(1)

29
 

(注) １　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第41期の期首から適用しており、第41期以降に係る主

要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

２　2023年12月29日付で普通株式100株につき１株の割合で株式併合を行っております。第40期の期首に当該株式併合が行われたと仮定

し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失を算定しております。

３　第40期、第41期、第42期、第43期及び第44期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。

第40期、第41期、第42期、第43期及び第44期の株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

第40期、第41期、第42期、第43期及び第44期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

４　最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以前は東京証券取引所

市場第二部におけるものであります。第43期（2024年９月期）の株価につきましては、株式併合後の最高株価及び最低株価を記載

しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。なお、Ａ種種類株式は非上場株式であるため、該当

事項はありません。
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２ 【沿革】

1982年６月 当社設立(前代表取締役社長：藤岡　浩　大阪府堺市、設立時の商号 株式会社堺システム開発、

1997年10月に株式会社ピクセラへ商号変更)、パソコン周辺機器に係るハードウエア製品、ソフ

トウエア製品の受託開発を開始

1990年10月 初の自社開発製品としてMacintoshの周辺機器製品を発売

1997年10月 当社製品の販売を行っていた株式会社ピクセラ(大阪府堺市、1990年８月設立)の営業の全部及び

商号を譲受け、株式会社ピクセラに商号変更(同時に旧 株式会社ピクセラは株式会社エス・エ

ス・ディに商号変更)

首都圏における営業及び開発拠点として「新横浜事業所」(横浜市港北区)開設

2001年10月 画像・動画編集ソフトウエアを「PIXELA ImageMixer」シリーズとして販売開始

2002年１月 パソコン向けテレビキャプチャーユニットを発売

2002年12月 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場

2003年４月 新横浜事業所を横浜市港北区に移転（同区内）

2003年９月 地上波デジタルラジオ受信機の開発を発表

本社を大阪市浪速区へ移転

2004年３月 米国のベンチャー企業UKOM社よりシリコンチューナー開発に関する知的財産権を含む研究開発事

業を譲り受け、全額出資による子会社・株式会社RfStreamを設立

2004年６月 非連結子会社であった株式会社RfStreamの第三者割当増資を引き受け、持分法適用関連会社とす

る

2004年９月 首都圏における営業及び開発拠点であった新横浜事業所を移転し、品川区大崎に東京支社を開設

東京証券取引所市場第一部に指定

2004年10月 中国における販売拠点及び研究開発委託を目的とし、全額出資による現地法人「貝賽莱(上海)多

媒体信息技術有限公司」を中国に設立

2005年１月 光触媒塗料の開発・販売を事業とする株式会社ピアレックス・テクノロジーズの第三者割当増資

を引き受け、持分法適用関連会社とする

2005年５月 パソコン向けテレビキャプチャー関連製品の地上デジタル放送、ハイビジョン映像を対応開始

2006年１月 システムＬＳＩの開発・設計を事業とする産学連携ベンチャー、株式会社シンセシスの第三者割

当増資を引き受け、連結子会社とする

2006年４月 持分法適用関連会社である株式会社RfStreamの新株予約権を行使し、連結子会社とする

パソコン向けワンセグ受信機を発売

2006年９月 連結子会社である株式会社RfStreamが第三者割当増資を行い、持分法適用関連会社となる

2007年５月 持分法適用関連会社である株式会社ピアレックス・テクノロジーズの第三者割当増資の引き受け

及び新株予約権の行使により、連結子会社とする

家電向け地上デジタル放送受信ボードを発売、デジタルAV家電分野に参入

2007年10月 家電の自社ブランド「PRODIA」を立ち上げ 

2007年12月 地上デジタル液晶テレビを発売

2009年３月 連結子会社の株式会社シンセシスの全株式を譲渡

2010年１月 連結子会社の貝賽莱（上海）多媒体信息技術有限公司を清算

 
 

代表取締役が役員を兼任する会社が株式会社Rfstreamの株式の一部を取得したため、実質支配力

基準により同社が連結子会社となる

2011年11月 連結子会社の株式会社RfStreamの株式を追加取得し、完全子会社とする

2013年４月 南米エクアドル向けに液晶テレビを発売

2014年３月 屋外でフルセグ放送の受信ができるモバイルチューナーを発売

2015年２月 東京証券取引所市場第二部に指定替え

2015年３月 連結子会社の株式会社ピアレックス・テクノロジーズの全株式を譲渡

2017年３月 ＬＴＥ高速回線対応のＭＶＮＯサービス「ピクセラモバイル」を提供開始

 プロ野球オープン戦の４Ｋ・360度ＶＲ映像によるライブ配信を実施

2018年５月 株式会社A-Stageの株式を取得し、連結子会社とする

2018年７月 株式会社オックスコンサルティング（2018年８月20日付で株式会社オックスコンサルティング２

から社名変更）の株式を取得し、持分法適用関連会社とする

2018年９月 新４Ｋ衛星放送に対応した４Ｋ スマートチューナーを発売

2019年５月 株式会社オックスコンサルティングの民泊運営事業を吸収分割し、biz・Creave株式会社に社名

を変更

2020年５月 Re・Deブランド製品の発売開始

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のスタンダード市場へ移行

2023年６月 ChatGPTの翻訳機能を搭載したデバイス及びアプリの提供を開始

2023年６月 本社を大阪市西区に移転

2025年４月 ポイ活アプリ「エブリポイント（EveryPoint）」サービス開始

2025年９月 PIXELA GROUPサブスクサービス開始
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３ 【事業の内容】

当社グループの事業内容は下記の８つとなります。

１. ウェルネス・ライフスタイル製品（ウェアラブル等）及び関連アプリ、クラウド、サブスクリプションの企

画、開発、製造、委託製造、販売及び運用

２. リワード／ポイント／決済／ロイヤルティ／Web3等のプラットフォームの企画、開発及び運営

３. デジタル広告・マーケティング事業（広告企画・制作、配信・運用、広告代理・仲介、アドネットワーク、

データ分析・効果測定／アトリビューション及びメディア運営）

４. 暗号資産・NFT等のデジタルアセットの企画、開発、発行、販売、取得、保有、運用、流通、管理及び関連コン

サルティング

５. ブランドビジネス（自社／他社ブランドの企画、開発、運営・育成、ライセンス、共同企画・コラボレーショ

ン及びマーチャンダイジング）並びに商標権等の知的財産権の取得・管理

６. D2C／EC／サブスクリプション事業及び国内外販売・代理店事業

７. AI・データ活用、研究開発、コンサルティング、データ処理、保守・サポート

８. デジタルAV機器・視聴／配信ソフト（TVチューナ、視聴アプリ等）の企画、開発、製造、販売及び保守

 

　当社グループは、製品及びサービスの種類別に事業を展開しており、「AV関連事業」、「家電事業」の２つを報告

セグメントの区分としております。

　当社及び関係会社の事業における位置付け及び各セグメントとの関連は、概ね次のとおりであります。
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(ＡＶ関連事業)

１. ウェルネス・ライフスタイル製品（ウェアラブル等）及び関連アプリ、クラウド、サブスクリプションの企

画、開発、製造、委託製造、販売及び運用

２. リワード／ポイント／決済／ロイヤルティ／Web3等のプラットフォームの企画、開発及び運営

３. デジタル広告・マーケティング事業（広告企画・制作、配信・運用、広告代理・仲介、アドネットワーク、

データ分析・効果測定／アトリビューション及びメディア運営）

４. 暗号資産・NFT等のデジタルアセットの企画、開発、発行、販売、取得、保有、運用、流通、管理及び関連コン

サルティング

５. D2C／EC／サブスクリプション事業及び国内外販売・代理店事業

６. AI・データ活用、研究開発、コンサルティング、データ処理、保守・サポート

７. デジタルAV機器・視聴／配信ソフト（TVチューナ、視聴アプリ等）の企画、開発、製造、販売及び保守

［主な関係会社］当社及び株式会社RfStream

 
(家電事業)

１. ウェルネス・ライフスタイル製品（生活家電、理美容家電、オーガニックプロダクト等）の企画、開発、製

造、委託製造、販売及び運用

２. ブランドビジネス（自社／他社ブランドの企画、開発、運営・育成、ライセンス、共同企画・コラボレーショ

ン及びマーチャンダイジング）並びに商標権等の知的財産権の取得・管理

３. D2C／EC及び国内外販売・代理店事業

［主な関係会社］株式会社A-Stage

 

各セグメントの主要製品は以下のとおりであります。

 

セグメントの名称 主要製品

ＡＶ関連事業

デジタルテレビチューナー、Windows及びMac向けテレビキャプチャー、
地上デジタル液晶テレビ、地上デジタルチューナー、
地上デジタル放送対応TVスタックソフトウエア、
地上デジタル放送受信モジュール、
新4K8K衛星放送対応液晶テレビ、新4K8K衛星放送対応チューナー、
新4K8K衛星放送対応TVスタックソフトウエア、
地上デジタル/新4K8K衛星放送対応ターンキーTVスタックソフトウエア(ライセンス
サービス)、
キャプチャーＳＤＫ、ムーブエンジン、
テレビ視聴アプリケーション「Xit」シリーズ、
ホテル/病院等向けBizModeソフトウエア(月額課金サービス)、
サイネージ向けPipicoソフトウエア(月額課金サービス)、
USB接続LTEドングル、
LTE対応SIMフリーホームルーター、スマートリング、
スピーカー付きLEDランタン

家電事業

オリジナルデザイン白物・黒物、生活家電、調理家電、
冷蔵庫、冷凍庫、
地上デジタル液晶テレビ、液晶モニター、ポータブルDVDプレイヤー、ポータブル
ブルーレイプレイヤー、洗濯機、加湿器、掃除機、
炊飯器、フライヤー、ワインクーラー、電子レンジ、オーブントースター、電気圧
力鍋、電気ケトル、ヘアドライヤー、センサー式スライドダストボックス、
スティック型美顔器
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また、事業の系統図を示すと、以下のとおりであります。

 

 
４ 【関係会社の状況】

 

名称 住所 資本金
主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合
(％)

関係内容

(連結子会社)
株式会社RfStream(注)２、３

大阪市西区 12,975千円 AV関連事業 100.0
資金援助をしております。

役員の兼任１名

(連結子会社)
株式会社A-Stage(注)４、５

東京都千代田区 170,000千円 家電事業 100.0

資金援助をしております。

当社製品の販売をしており

ます。

役員の兼任２名

(持分法適用関連会社)
biz・Creave株式会社(注)６

東京都港区 10,004千円
Webメディア事業
アフィリエイト
事業

39.0
資金援助をしております。

役員の兼任１名

 

(注) １　連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２　債務超過会社で債務超過の額は、2025年９月末時点で765,568千円となっております。

３　2020年9月30日付で休眠会社となりました。

４　特定子会社であります。

５　株式会社A-Stageについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10%を超えております

が、セグメント情報における家電事業の売上高に占める当該連結子会社の売上高（セグメント間の内部売上高及び振替高を含

む。）の割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

６　債務超過会社で債務超過の額は、2024年12月末時点で85,302千円となっております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

セグメントごとの従業員数を示すと次のとおりであります。

2025年９月30日現在

セグメントの名称〔売上区分〕 従業員数(人)

ＡＶ関連事業 24

家電事業 18

全社（共通） 8

合計 50
 

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。

３　従業員数には正規従業員以外の有期労働契約に基づく常用労働者７名を含んでおります。

４　前連結会計年度末に比べ従業員数が６名減少しておりますが、主として自己都合退職によるものであります。

 

(2) 提出会社の状況

2025年９月30日現在

従業員数(人) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(千円)

32 47歳7ヶ月 17年9ヶ月 6,029
 

 

セグメントの名称〔売上区分〕 従業員数(人)

ＡＶ関連事業 24

家電事業 ―

全社（共通） 8

合計 32
 

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。

４　従業員数には正規従業員以外の有期労働契約に基づく常用労働者３名を含んでおりますが、平均年齢及び平均勤続年数の計算には

含めておりません。

５　前事業年度末に比べ従業員数が４名減少しておりますが、主として自己都合退職によるものであります。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。

なお、労使関係については、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
 

　1．経営方針

　　（１）会社の経営の基本方針

AV関連事業においては、主力製品であるワイヤレステレビチューナー「XIT-AIR120CW」及び「LTE対応 SIMフ

リーホームルーター PIX-RT100」の安定供給と販売機会の最大化を目指しています。また、これらの分野の新製

品の開発を進めています。

また、強みであるソフトウェア及びハードウェア開発の技術力を活かし、新興ブランドとして、ウェアラブル

IoTデバイス、特にスマートリングを中心に、スキンケア、ヘアケア、オーラルケアなど、健康維持や美容に貢献

する製品群を展開していきます。幅広いプラットフォームに対応できるソフトウェア、ハードウェア開発の技術

力と新しい技術トレンドを取り入れ、特徴のある製品、サービスの開発を継続する所存です。

家電事業においては、家電事業の成長と競争力強化に向けて、戦略的な取り組みを推進してまいりました。具

体的には、調理家電、季節家電、理美容家電の各分野において、市場ニーズを先取りした革新的な製品開発に注

力し、製品ラインナップの拡充を図っております。同時に、SNSを活用した効果的な製品ブランディングやター

ゲット顧客層に合わせたマーケティング施策を展開し、ブランド価値の向上に努めております。販売面では、自

社ブランド製品の販売強化に加え、大手EC事業者向けOEM製品の拡販にも注力し、販売チャネルの多様化を進めて

おります。これらの施策により、市場シェアの拡大、ブランド認知度の向上、安定的な収益基盤の構築、そして

新たな顧客層の獲得を目指しております。

さらに、AV関連事業と家電事業の両分野で一貫したブランドイメージを構築し、各事業部門の強みを活かしつ

つグループ全体としての一貫したストーリーを展開することでシナジー効果の創出を目指します。これにより、

グループ全体の認知度と信頼性が高まり、市場での競争優位性が確立されます。これらの施策によって、当社グ

ループは急速に変化する市場環境に適応しつつ、ブランド価値の向上と顧客基盤の拡大を図ります。
 

　　（２）目標とする経営指標

当社グループは、既存事業の効率化では、製品ラインナップの整理、コミュニケーション戦略の強化、製品デ

ザインの改善、Webサイトの充実などを進めています。さらに、当社グループは新規成長戦略として「ウェルネ

ス・ヘルスケア×Web3」を掲げています。ウェルネス・ヘルスケア市場への新規参入を図り、予防医療、パーソ

ナライズドヘルスケア、メンタルウェルネスに注力し、AIやIoTを活用した革新的な製品・サービスの開発を進め

ています。同時に、Web3技術を戦略的に活用し、ブロックチェーンによるヘルスケアデータの安全管理、NFTや

トークンエコノミーによるユーザーエンゲージメント向上、分散型自律組織(DAO)によるコミュニティ主導のエコ

システム構築を目指しています。今後の展望としては、革新的な健康管理プラットフォームの構築、グローバル

市場での顧客基盤拡大、データ駆動型の新規ビジネスモデルの確立を通じて、Web3ヘルスケア分野でのリーディ

ングカンパニーを目指しています。当社グループは、この新戦略を通じて従来のヘルスケア市場の枠を超えた価

値創造を実現し、中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。厳しい経営環境の中でも、迅速かつ大胆な事

業構造の転換と持続可能な成長戦略の実行に全力で取り組んでいます。

 
　　（３）中長期的な会社の経営戦略

AV関連事業においては、ウェルネス及びヘルスケア関連の新製品開発に本格的に取り組んでおり、ウェアラブ

ルIoTデバイス、スマートリングをリリースしました。引き続きこれまでの技術的な経験を活かし、機能拡充をす

すめお客様に魅力的で革新的な製品とサービスを提供することで、新たな価値を創出することを目指していま

す。

家電事業は、急成長が見込まれる理美容製品市場とオーガニックプロダクト市場に特に注力してまいります。

理美容製品分野では、高機能ヘアケア機器やスキンケアデバイスの開発、プロフェッショナル向け美容機器の強

化を進めます。オーガニックプロダクト市場では、天然素材を使用した調理家電の開発やエコフレンドリーな製

品設計の導入、オーガニック認証取得製品の展開を計画しております。これらの新たな注力分野は、健康志向や

環境意識の高まりを背景に急成長している市場であり、当社グループの技術力と既存の顧客基盤を活かした事業

拡大が期待できます。高付加価値製品の投入により利益率の向上を目指すとともに、環境に配慮した製品開発を

通じてSDGsへの貢献と長期的な企業価値向上を実現してまいります。
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当社グループは、これらの戦略的取り組みを通じて、家電事業の持続的成長と企業価値の向上に努めてまいり

ます。成長市場への積極的な展開と既存事業の強化により、中長期的な収益拡大を目指してまいりますので、引

き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 
　2．経営環境及び対処すべき課題

デジタル機器の市場は力強さを欠く状況が続いておりますが、一方で、IoTやAI、ビッグデータなどの技術を活

用した革新的な機器やサービスの市場は拡大しつつあります。このような環境において当社グループが対処すべ

き課題は、以下のとおりであります。

 
①事業の転換

長年の柱だった“TVチューナー会社”からの脱皮を、構造改革と新規事業の両輪で進めてきました。テレビ視聴

の配信シフトと市場縮小で、当社のコアだったチューナー周辺開発の需要が細り、従来の延長線では収益性が保て

ない状況にありました。チューナー周辺技術開発の大幅縮小と固定費圧縮、新領域として「ウェルネス／ヘルスケ

ア×Web3」へのシフトを行ってまいります。

第１段階として2023年に構造改革を実施し、チューナー関連の開発は“選択と集中”に改めました。本社移転な

どの固定費対策も同時に進め、月次で約1,000万円のコスト削減効果を狙うなど、収益構造の立て直しに着手してき

ました。

第２段階の2024年には合理化をさらに深掘りし、グループ全体で約26％の人員削減を完了しました。加えて固定

費は年約２億21百万円の削減効果を見込むなど、損益分岐点の引き下げを具体化してきました。これら事業の“身

軽化”を通じて、新規領域に経営資源を振り向けるための地固めを行ってきました。

そのうえで、事業ポートフォリオをウェルネス／ヘルスケア中心に行ってまいります。2025年は、健康行動を

“価値（報酬）”に変換するWeb3プロジェクト「WellthVerse」を発表し（コンセプトは“健康が新しい通貨にな

る”／健康データの自己主権とリワード設計をうたう）、同テーマでゲーム・エンタメ領域及びWeb3領域のコミュ

ニティ運営やマーケティングに強みを持つ企業、またWeb3・ブロックチェーン技術において強みを持ち、NFT（非代

替性トークン）技術やプラットフォーム開発を手掛ける開発企業との提携を結んで、ユーザー獲得と定着の二軸で

グロースを狙う体制を整えました。

同時に、高還元の“ポイ活”アプリ「エブリポイント」を2025年４月にローンチいたしました。“業界最高水準

の還元率”と多様な交換先を掲げ、９月には起動時広告の撤廃など使い勝手を高める「新モード」へ改良し、プロ

ダクト主導で継続率を高める設計に踏み込みました。これにより、広告・アフィリエイト・会員課金などのデジタ

ル収益を積み上げる“ソフト”の柱を築いてまいります。

インセンティブ設計と当社のソフト開発力を存分に活かしたサービスを組み合わせることで、これまでのTV

チューナー中心の事業戦略から大幅に転換し、継続性があり、かつ成長性があるビジネスモデルへの転換を大胆に

図ってまいります。

 
②ブランド戦略の遂行

Re・De（リデ）は、ピクセラグループの家電メーカーA-Stageが展開する“心地をリデザインする”を掲げたウェ

ルネスブランドです。キッチン、ビューティ、ライフスタイル、ウェアラブルまでを横断し、日常の「触り心地・

使い心地・居心地」といった体験価値を起点にプロダクトを設計するのが中核コンセプトです。ブランドビジョン

では、機能に寄り添うフィーリングや“からだの一部のように自然と動きたくなるデザイン”といった思想が明言

され、Re・De＝“心地をリデザインするウェルネスブランド”と定義されています。

プロダクト戦略は、電気圧力鍋「Re・De Pot」やケトルの調理家電から出発し、オーブンレンジ「Re・De

Range」、灯りと音の体験機器「Re・De Light & Sound」、美顔器「Re・De Suhada」、スマートリング「Re・De

Ring」、スマートダストボックス「Re・De Bin」などへ広がっています。単一カテゴリの“家電ブランド”にとど

まらず、暮らし全体の快適さに関わる領域へポートフォリオを拡張することで、ブランド世界観を生活シーンの幅

広い“接点”で体感できるようにしているのが狙いとなっています。

Go-to-Marketでは、直営の公式オンラインショップをハブに据え、限定カラー（例：モーヴピンク）やギフト施

策などD2C的な運用を強化しつつ、自社メディア「ReDESIGN」やアンビエントミュージック企画「Re・De Sound」で

世界観を継続的に発信する“コンテンツ起点”のブランド運営を行っています。さらに、新製品の先行販売では

Makuakeを活用し、「Re・De Range」の応援金が1,000万円を突破するなど、クラウドファンディングで初期需要の

検証とコアファンの形成を両立させています。リアルでは国内大手の体験型ライフスタイル家電セレクトショップ

やb8ta（新製品の体験型ストア）といった体験型リテールでの展示を通じて“触れてわかる”体験設計を重ね、初
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期からデザイン評価（JIDAセレクション）も獲得いたしました。デザイン審美と体験価値を同時に磨き込む戦略を

とっています。

グローバル戦略の初手としては、2025年に台湾のLASKO International Limited, Inc.と独占販売代理店契約を締

結し、まず台湾での量販・EC展開を開始いたします。2027年までに台湾・韓国・中国・シンガポール・香港のアジ

ア主要5地域へ広げる目標を掲げています。これは“プレミアム家電”ニーズの伸長が見込まれる市場を狙い、Re・

Deのプロダクトと世界観を現地の強い流通網に載せて拡大する計画です。

グループ戦略との接続では、ピクセラが推進するウェルネス×Web3プロジェクト「WellthVerse」において、指輪

型IoTデバイス「Re・De Ring」をコアデバイスに据え、睡眠や活動データを可視化しつつインセンティブ設計（ポ

イント／トークン）と結びつける“ソフト×ハード”一体の体験を組み込んでいます。Re・Deの“心地”を測り、

整え、続けるという体験を、プロダクト単体からエコシステムへ拡張する戦略をとっています。

Re・Deのブランド戦略は①「心地」を核にした明快なポジショニング、②暮らし全体へ拡張する多カテゴリ展

開、③D2Cと体験型リテール・クラファンを組み合わせた市場投入、④アジアを見据えた現地パートナー連携による

越境、⑤ウェアラブル×Web3による体験の“継続化”という5本柱で構成することを企図しています。Re・DeはA-

Stage（ピクセラグループ）のブランドとして、デザイン審美と体験価値、そしてデジタルエコシステムを束ねるこ

とで、従来の“家電”の枠を越えた唯一無二のウェルネスブランドへと進化を目指します。

 
③経営戦略資金の確保

当連結会計年度においてEVO FUNDを割当予定先とする第20回新株予約権を発行し、当連結会計年度末までに全

ての新株予約権が行使され15億円を調達しております。

また、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」に記

載のとおり、第13回無担保普通社債３億円を発行しました。

　　引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。

 
投資家の皆様におかれましては、今後も市場環境の変化に迅速に対応し、効率的な経営を推進することで、株

主価値の最大化に努めてまいります。引き続きのご支援とご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社グループは、当社及び連結子会社においてサステナビリティに関する取り組みを進めております。本項目で

は、当社グループのサステナビリティに関する取り組みの中でも重要性の高い取り組みについて記載しておりま

す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

　当社グループは「社会・環境と調和する自律した個の力を結集し、次世代スタンダードとなる新価値を創出す

る」という経営理念を基に事業活動を継続してまいります。

 

（１）ガバナンス

　当社のコーポレート・ガバナンス体制は、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等

（1）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の通りであります。サステナビリティへの取り組みについても、こ

の体制の下で管理・運営しております。

 

（２）戦略

①気候変動に関する方針、戦略

当社グループは環境方針の下、技術開発を通じて環境への負荷を最小限にとどめる製品づくりに取り組んでおり

ます。省エネルギー設計やリサイクル素材の採用等を進め環境負荷の軽減に取り組み、サステナブルな製品づくり

を推進しております。また、エコフレンドリーな製品設計の導入等を通じてSDGsへの貢献と長期的な企業価値向上

を目指してまいります。

②人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略

当社グループは経営理念に基づいた人材の育成や多様な人材が活躍できる組織を目指しております。事業が持続

的に成長していくために、多様な視点や考え方を取り入れ、性別、国籍、キャリア採用を問わず多様な人材活用を

推進してまいります。

また、コロナ禍を契機に全部門へ導入したリモートワークを併用しつつ、リアルコミュニケーションによる関係

強化・活性化を図り、仕事と生活の調和を図り働きやすい環境整備を実施しております。

 
（３）リスク管理

当社は、事業運営に関する様々なリスクに対して的確に対応するため、リスク管理基本規程を定めております。

経営に重大な影響を与えるリスクについては、経営計画の策定および重要な意思決定にあたり各部門が把握・評価

し、取締役会および常務会において審議または報告を行っております。具体的には、リスク管理基本規程に従い各

部門は、年１回定期的にリスクを把握・評価し、リスク対策の状況を管理部門に報告するとともに、リスク対策を

反映した業務計画を策定し、業務を遂行しております。

 

（４）指標及び目標

　　①気候変動に関する指標及び目標

当社グループでは、環境負荷の軽減に取り組んでおりますが、現在のところ具体的な指標及び目標を設定してお

りません。取り組みの進展に応じて、指標及び目標設定を検討してまいります。

②人材の育成及び社内環境整備に関する指標及び目標

当社グループでは、経営理念に基づいた人材の育成や多様な人材が活躍できる組織を目指しておりますが、現在

のところ具体的な指標及び目標を設定しておりません。今後も、継続して環境整備をはじめとした取り組みを推進

してまいります。
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３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　

(1) 事業活動におけるリスク

①当社グループ製品の需要変動について

当社グループが属するパソコン周辺機器、デジタルAV家電、モバイル機器等のデジタル機器市場は需給変動の

大きい市場であるため、その増減により当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。当社グ

ループでは、市場動向を注視しながら開発資源の振り分けを行い、需給の変動に合わせて外部への生産委託を調

整することにより、急激な変動への対応と余剰在庫の発生を抑制するよう対策を講じておりますが、事業環境の

急激な変化により当社グループ製品の需要が予測を大幅に下回る事態となった場合には、手配した人員、資材、

製品等が余剰となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

②OEM（相手先ブランドによる生産）による販売について

当社グループ製品の一部はOEMによる販売を行っております。OEM供給先である顧客企業が、当社グループ製品

と同様の機能を持つハードウエア、ソフトウエアを自社開発し、内製化に踏み切った場合、当社グループ製品に

対する需要減少により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

③OS（オペレーティングシステム；基本ソフトウエア）の開発動向について

当社グループは、様々なOSへの対応を図っておりますが、そのOS市場の大部分を掌握する米国マイクロソフト

社、米国アップル社及び米国グーグル社が、OSに当社グループの製品群と同様の機能を標準搭載した場合は市場

を失う可能性があり、これらOSの開発動向によっては当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

④広告市場の動向の変化について

エブリポイントのポイ活アプリ事業を対象とするスマートフォン広告市場は拡大基調にあり、今後も当該市場

は拡大を続けていくものと想定されております。

しかしながら、企業の広告宣伝活動は景気動向の影響を受けやすく、今後急激な景気動向の変化が生じた場合

には、広告需要に影響を及ぼす可能性があります。また、他の広告媒体の拡大や過度な競争等により、スマート

フォン広告の媒体としての価値が低下し、スマートフォン広告市場が順調に拡大しない場合、当社グループの事

業及び業績に影響を与える可能性があります。

⑤　システム障害について

当社グループが運営するアプリ「エブリポイント」のサービスはインターネットを利用して提供されているた

め、自然災害、事故、不正アクセスなどによって通信ネットワークの切断、サーバーやネットワーク機器の動作

不能などのシステム障害が発生した場合には、サービス提供が停止する可能性があります。このようなシステム

障害が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑥競合について

 1) 価格競争について

デジタル機器市場は、世界中の大小様々な企業が参入する競争の激しい市場であるため、常に販売価格の低

下リスクにさらされております。当社グループは原価低減や高付加価値化を図っておりますが、これらを上回

る市場からの価格低下圧力、OEM供給先である顧客企業からのコストダウン要求等により、十分に利益を確保で

きる価格設定が困難となった場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 2) 技術革新について

デジタル機器は、急速な技術革新及び競合先による新製品の投入等により、製品のライフサイクルは非常に

短くなっております。また、国際的な大企業から優れた技術を有する中小企業まで様々なタイプの企業と競合

しております。当社グループにおいては、積極的な先行投資により新技術の習得に努めておりますが、投資を

競合他社と同程度、適時に実施できなかったことにより新技術及び新製品開発への対応が遅れた場合は、当社

グループの技術及び製品が陳腐化し、競争力の低下を招く可能性があります。

特にデジタル放送関連の技術につきましては、当社グループは日本の規格に準拠したデジタルテレビ放送受

信のための技術、ノウハウ、人材等を蓄積しており、今後も競争の上で優位になると考えております。しかし

ながら、この分野は高い成長が見込まれると同時に競争の激化も予想され、競合製品に対する当社グループの

対応によっては優位性を失い、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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⑦開発投資について

デジタル機器市場において、将来にわたって売上高を維持・拡大していくためには、急速な技術革新への対応

及び消費者のニーズに適応した新製品の開発が不可欠であるため、積極的かつ多大な開発投資を必要とします。

このため、市場動向の変化や当社グループの技術を代替し得る技術革新が予測を超えて起こった場合は、期待し

ていた製品需要が見込めず製品化できない、売上が予測から大きく乖離する、開発期間が長期化する等の理由に

より開発費用を十分回収できず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑧製造について

 1) 原材料等の調達について

当社グループの製造にとって、十分な品質の原材料等を適時に必要量を入手することは不可欠であり、信頼

のおける仕入先を選定し、部品の共通化及び取引単位の引き上げ等の対策を講じております。

しかしながら、これらの対策にも関わらず、供給が中断・悪化した場合や需給環境の変化などにより原材料

等が高騰した場合は、原材料等によっては特定の業者しか供給できないものもあり、当社グループの生産や原

価に影響を与える可能性があります。

 2) 製造委託について

当社グループは、経営資源を技術開発をはじめとする事業投資に集中させるため、製造業務は生産能力・生

産品質を考慮して選定した国内外の製造会社に委託しております。製造委託先との間では、長期納入契約は締

結しておりませんが、当社グループ製品は製造委託先の特殊な製造技術に基づくものではなく一般的な製造技

術で製造が可能であり、また、製造に必要な技術及びノウハウは全て当社で管理しているため、万が一、製造

委託先の倒産等の重大な問題が発生するなど特定の製造委託先への生産委託が不可能となった場合において

も、他の製造会社への移管は可能であると考えております。

しかしながら、代替委託先を受け入れ可能な条件で迅速に手当できない、あるいは移管完了までに長期間を

要した場合等には、当社グループの生産に大きな影響を与える可能性があります。

また、海外の製造委託先については、当該国における政治・経済・社会的要因により、当社グループの生産

に影響を与える可能性があります。

 3) 為替変動リスクについて

当社グループの製品の一部は、海外の製造委託先より製品を米ドル建てで仕入れ、全量を国内にて販売して

おります。当社グループでは売上代金の一部をドル建てにするなど、為替レート変動の影響の軽減に努めてお

りますが、急激な為替変動により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(2) コンプライアンスによるリスク

①知的所有権について

当社グループでは、社内のチェック体制の強化により他社の知的所有権を侵害しないように努めております。

自社開発、受託開発を問わず当社グループが開発・販売する製品及びプログラムに関し、万一、他社の所有する

知的所有権(発明、考案、意匠、著作物、標章、ノウハウ、技術情報等)の侵害の事実が認定された場合には、当

社グループにとって重要な技術を利用できない、当該侵害に対する損害賠償責任、特許使用料の支払等により、

当社グループの開発や業績に大きな影響を与える可能性があります。

また、当社グループが注力するデジタルテレビ放送技術においては、放送規格、画像・音声の符号化／復号化

技術規格、著作権保護規格等の業界の標準規格があり、その規格に準拠した場合は特許の使用料を支払っており

ます。

一方、当社グループにおいては、自社技術に係る知的所有権の取得を積極的に推進しておりますが、今後、他

社から当該権利を侵害される事態が発生した場合、係争事件への発展も含め当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。また、当社グループの知的所有権が第三者により無効とされる、特定の地域では十分な保護

が得られない、あるいは知的財産権の対象が模倣される可能性もあり、知的財産権が完全に保護されないことに

よって当社グループの事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。

②製品の不具合・欠陥の発生について

当社グループは、品質管理基準に基づき、開発段階から出荷に至る全ての段階で製品の品質向上に最善の努力

をしております。しかしながら、近年の製品に用いられる技術の高度化、他社製品との組み合わせ、顧客におけ

る製品の使用方法の多様化等により、製品の品質・信頼性の問題に起因する事故、市場回収、生産停止等が生じ

る可能性があります。この場合、生産物賠償責任保険で十分補償しきれない賠償責任や製品の返品や修理など多

大な対策費用が発生し、当社グループの業績に大きく影響を与える可能性があります。また、当該問題に関する

報道により、当社グループの市場評価の低下、社会的信用の失墜、顧客の流出等を惹起し、当社グループの業績
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に影響を与える可能性があります。

③情報セキュリティについて

当社グループは、事業の過程で、個人情報や他企業等の機密情報を入手することがあります。これらの情報が

誤ってまたは避けられない理由で外部に流出した場合には、被害者に対する賠償責任の発生や、当社グループの

市場評価の低下、社会的信用の失墜、顧客の流出等を惹起し、当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。

また、当社グループの機密情報が第三者等の行為により不正、過失により流出する危険もあり、その結果、当

社グループの事業活動に影響を与える可能性があります。

 
(3) その他のリスク

①将来の見通し等の未達リスク

当社グループが参入するデジタル機器市場、家電市場は、技術革新・高度化の加速が早く、かつ近年その競争

は激化しております。また、新規参入する新事業分野におきましては、基礎研究開発段階からの開発となってお

ります。そのため、いずれの市場、分野も、事業環境の変化や、その他本項に記載される様々な要因等により、

公表しておりますすべての目標の達成、あるいは期待される成果の実現に至らない可能性があります。

②関係会社の業績・財政状態

当社は、子会社２社及び関連会社１社の株式を保有しており、うち子会社１社及び関連会社１社は債務超過状

態であるため、関係会社の業績・財政状態が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 
(4) 継続企業の前提に関する重要事象等について

当社グループは、当連結会計年度において、８期連続で営業損失を計上していること及び12期連続で営業活動に

よるキャッシュ・フローがマイナスとなっていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況

が存在しております。

当社グループでは、当該状況を解消するため、以下の施策を実施しております。

 
①事業の転換

長年の柱だった“TVチューナー会社”からの脱皮を、構造改革と新規事業の両輪で進めてきました。テレビ視聴

の配信シフトと市場縮小で、当社のコアだったチューナー周辺開発の需要が細り、従来の延長線では収益性が保て

ない状況にありました。チューナー周辺技術開発の大幅縮小と固定費圧縮、新領域として「ウェルネス／ヘルスケ

ア×Web3」へのシフトを行ってまいります。

第１段階として2023年に構造改革を実施し、チューナー関連の開発は“選択と集中”に改めました。本社移転な

どの固定費対策も同時に進め、月次で約1,000万円のコスト削減効果を狙うなど、収益構造の立て直しに着手してき

ました。

第２段階の2024年には合理化をさらに深掘りし、グループ全体で約26％の人員削減を完了しました。加えて固定

費は年約２億21百万円の削減効果を見込むなど、損益分岐点の引き下げを具体化してきました。これら事業の“身

軽化”を通じて、新規領域に経営資源を振り向けるための地固めを行ってきました。

そのうえで、事業ポートフォリオをウェルネス／ヘルスケア中心に行ってまいります。2025年は、健康行動を

“価値（報酬）”に変換するWeb3プロジェクト「WellthVerse」を発表し（コンセプトは“健康が新しい通貨にな

る”／健康データの自己主権とリワード設計をうたう）、同テーマでゲーム・エンタメ領域及びWeb3領域のコミュ

ニティ運営やマーケティングに強みを持つ企業、またWeb3・ブロックチェーン技術において強みを持ち、NFT（非代

替性トークン）技術やプラットフォーム開発を手掛ける開発企業との提携を結んで、ユーザー獲得と定着の二軸で

グロースを狙う体制を整えました。

同時に、高還元の“ポイ活”アプリ「エブリポイント」を2025年４月にローンチいたしました。“業界最高水準

の還元率”と多様な交換先を掲げ、９月には起動時広告の撤廃など使い勝手を高める「新モード」へ改良し、プロ

ダクト主導で継続率を高める設計に踏み込みました。これにより、広告・アフィリエイト・会員課金などのデジタ

ル収益を積み上げる“ソフト”の柱を築いてまいります。

インセンティブ設計と当社のソフト開発力を存分に活かしたサービスを組み合わせることで、これまでのTV

チューナー中心の事業戦略から大幅に転換し、継続性があり、かつ成長性があるビジネスモデルへの転換を大胆に

図ってまいります。

 
②ブランド戦略の遂行
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Re・De（リデ）は、ピクセラグループの家電メーカーA-Stageが展開する“心地をリデザインする”を掲げたウェ

ルネスブランドです。キッチン、ビューティ、ライフスタイル、ウェアラブルまでを横断し、日常の「触り心地・

使い心地・居心地」といった体験価値を起点にプロダクトを設計するのが中核コンセプトです。ブランドビジョン

では、機能に寄り添うフィーリングや“からだの一部のように自然と動きたくなるデザイン”といった思想が明言

され、Re・De＝“心地をリデザインするウェルネスブランド”と定義されています。

プロダクト戦略は、電気圧力鍋「Re・De Pot」やケトルの調理家電から出発し、オーブンレンジ「Re・De

Range」、灯りと音の体験機器「Re・De Light & Sound」、美顔器「Re・De Suhada」、スマートリング「Re・De

Ring」、スマートダストボックス「Re・De Bin」などへ広がっています。単一カテゴリの“家電ブランド”にとど

まらず、暮らし全体の快適さに関わる領域へポートフォリオを拡張することで、ブランド世界観を生活シーンの幅

広い“接点”で体感できるようにしているのが狙いとなっています。

Go-to-Marketでは、直営の公式オンラインショップをハブに据え、限定カラー（例：モーヴピンク）やギフト施

策などD2C的な運用を強化しつつ、自社メディア「ReDESIGN」やアンビエントミュージック企画「Re・De Sound」で

世界観を継続的に発信する“コンテンツ起点”のブランド運営を行っています。さらに、新製品の先行販売では

Makuakeを活用し、「Re・De Range」の応援金が1,000万円を突破するなど、クラウドファンディングで初期需要の

検証とコアファンの形成を両立させています。リアルでは国内大手の体験型ライフスタイル家電セレクトショップ

やb8ta（新製品の体験型ストア）といった体験型リテールでの展示を通じて“触れてわかる”体験設計を重ね、初

期からデザイン評価（JIDAセレクション）も獲得いたしました。デザイン審美と体験価値を同時に磨き込む戦略を

とっています。

グローバル戦略の初手としては、2025年に台湾のLASKO International Limited, Inc.と独占販売代理店契約を締

結し、まず台湾での量販・EC展開を開始いたします。2027年までに台湾・韓国・中国・シンガポール・香港のアジ

ア主要5地域へ広げる目標を掲げています。これは“プレミアム家電”ニーズの伸長が見込まれる市場を狙い、Re・

Deのプロダクトと世界観を現地の強い流通網に載せて拡大する計画です。

グループ戦略との接続では、ピクセラが推進するウェルネス×Web3プロジェクト「WellthVerse」において、指輪

型IoTデバイス「Re・De Ring」をコアデバイスに据え、睡眠や活動データを可視化しつつインセンティブ設計（ポ

イント／トークン）と結びつける“ソフト×ハード”一体の体験を組み込んでいます。Re・Deの“心地”を測り、

整え、続けるという体験を、プロダクト単体からエコシステムへ拡張する戦略をとっています。

Re・Deのブランド戦略は①「心地」を核にした明快なポジショニング、②暮らし全体へ拡張する多カテゴリ展

開、③D2Cと体験型リテール・クラファンを組み合わせた市場投入、④アジアを見据えた現地パートナー連携による

越境、⑤ウェアラブル×Web3による体験の“継続化”という5本柱で構成することを企図しています。Re・DeはA-

Stage（ピクセラグループ）のブランドとして、デザイン審美と体験価値、そしてデジタルエコシステムを束ねるこ

とで、従来の“家電”の枠を越えた唯一無二のウェルネスブランドへと進化を目指します。

 
③経営戦略資金の確保

当連結会計年度においてEVO FUNDを割当予定先とする第20回新株予約権を発行し、当連結会計年度末までに全て

の新株予約権が行使され15億円を調達しております。

また、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」に記載

のとおり、第13回無担保普通社債３億円を発行しました。

引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。

 
しかしながら、これらの施策を実施してもなお、新株予約権の行使状況及び今後の経済情勢等により収益が計画

どおり改善しない可能性があり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

① 財政状態及び経営成績の状況

当社グループの2025年９月期連結会計年度においては、2023年より当社グループで２度に渡る大規模な構造改革

を推し進めた結果、事業の構造を抜本的に転換し、新たな成長ステージへ移行するための好機と捉え、策定した新

成長戦略に基づき、いち早い新事業への転換を図ってまいりました。

当社グループでの業務の統合やスリム化を図り、各部門の業務内容や人員構成の見直しを進め、固定費の削減に

取り組みました。また、既存事業の効率化に向けては、製品ラインナップの最適化、コミュニケーション戦略の見

直し、デザインの刷新、Webサイトの強化などを進めてまいりました。さらに、当社は新規成長戦略として「ウェ

ルネス・ヘルスケア×Web3」を掲げ、ウェルネス・ヘルスケア市場への新規参入を図り、予防医療、パーソナライ

ズドヘルスケア、メンタルウェルネスに注力し、AIやIoTを活用した革新的な製品・サービスの開発を進めていま

す。同時に、Web3技術を戦略的に活用し、ブロックチェーンによるヘルスケアデータの安全管理、NFTやトークン

エコノミーによるユーザーエンゲージメント向上、分散型自律組織(DAO)によるコミュニティ主導のエコシステム

の構築を志向しております。

今後の展望としては、革新的な健康管理プラットフォームの構築、グローバル市場での顧客基盤拡大、データ駆

動型の新規ビジネスモデル確立に注力してまいります。特に、Web3ヘルスケア領域においては、リーディングカン

パニーを目指しています。

また当社グループは、2027年までにウェルネス＆ライフスタイルブランド「Re・De（リデ）」をアジアの主要５

地域(台湾、韓国、中国、シンガポール、香港)へ展開する目標を掲げ、積極的な海外グローバル展開を着実に進め

て行き、海外ブランドとしての認知を高めてまいります。

当社グループは、これらの新戦略を通じて従来のヘルスケア市場の枠組みを超えた新たな価値創造を実現し、中

長期的な企業価値の向上を図ってまいります。依然として不透明な経営環境が続く中にあっても、柔軟かつ戦略的

な意思決定を通じて、事業構造の大胆な転換と持続的成長の両立に取り組んでまいります。

AV関連事業においては、ウェルネスおよびヘルスケア分野における既存製品に対する保守・機能アップデート、

および新規製品の開発に取り組んでおります。また、新規事業としてのポイ活サービス・アプリをスタートし、

サービス向上に向けて注力しております。引き続きこれらに続くサービス、製品の開発に努め、今後も、当社が

培ってきた技術的知見を活かしつつ、製品の機能強化とサービスの付加価値向上を進めることで、ユーザーにとっ

て魅力的かつ革新的なソリューションを提供し、新たな価値の創出を目指してまいります。

家電事業においては、事業の持続的成長と競争力の強化に向け、戦略的な取り組みを継続的に推進しておりま

す。具体的には、調理家電、季節家電、理美容家電の各分野において、市場トレンドを先取りした製品開発に注力

し、製品ラインナップの拡充を進めてまいりました。

同時に、SNSを活用した効果的な製品ブランディングやターゲット顧客層に合わせたマーケティング施策を展開

し、ブランド価値の向上に努めております。販売面では、自社ブランド製品の販売強化に加え、大手EC事業者向け

OEM製品の拡販にも注力し、販売チャネルの多様化を進めております。これらの施策により、市場シェアの拡大、

ブランド認知度の向上、安定的な収益基盤の構築、そして新たな顧客層の獲得を目指しております。

今後の成長戦略として、急成長が見込まれる理美容製品市場とオーガニックプロダクト市場に特に注力してまい

ります。理美容製品分野では、高機能ヘアケア機器やスキンケアデバイスの開発、プロフェッショナル向け美容機

器の強化を進めます。オーガニックプロダクト市場では、天然素材を使用した調理家電の開発やエコフレンドリー

な製品設計の導入、オーガニック認証取得製品の展開を計画しております。これらの新たな注力分野は、健康志向

や環境意識の高まりを背景に急成長している市場であり、当社の技術力と既存の顧客基盤を活かした事業拡大が期

待できます。高付加価値製品の投入により利益率の向上を目指すとともに、環境に配慮した製品開発を通じてSDGs

への貢献と長期的な企業価値向上を実現してまいります。

当社グループは、これらの戦略的取り組みを通じて、家電事業の持続的成長と企業価値の向上に努めてまいりま

す。成長市場への積極的な展開と既存事業の強化により、中長期的な収益拡大を目指してまいりますので、引き続

きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 
これらの結果、売上高は10億１百万円（前期比13.9％減）、営業損失は７億96百万円（前期は８億46百万円の営

業損失）、経常損失は８億17百万円（前期は８億46百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純損失は８億

53百万円（前期は12億２百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

 
セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

 
〔ＡＶ関連事業〕

ホームAV関連製品に関しましては、新SoC用新4K衛星放送対応TVスタックソフトウェアのターンキーソリュー

ションの家電メーカーでの採用が終了し、そのロイヤリティの売上高が１百万円（前期比97.6％減）となりまし

た。Xit-AirBoxの売上高は１億50百万円（前期比23.3％減）、Xit-Stickの売上高は８百万円（前期比61.5％減）

と前期と比べ低調な結果となりました。EWBS対応の海外向けSTBは新規引き合いが継続的にあるものの一部は受注

前の段階であり、売上高はゼロとなりました。また、業務ブランド「BIZmode」と「BIZmode」を元に開発したサイ

ネージ事業ブランド「pipico」でのAndroid TV搭載の4Kスマートチューナー、4K衛星放送対応スマートテレビの受

注およびソフトウェアロイヤリティは、８百万円（前期比166.2％増）となりました。その他として新製品である
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Re・Deランタンスピーカーの投入およびソフトウェアの有償保守費用等で21百万円（前期比74.2％増）の売上高が

あり、その結果、売上高は１億91百万円（前期比36.8％減）となりました。

IoT関連製品に関しましては、LTEドングルMT100シリーズは、売上高が43百万円（前期比53.0％減）となり、

4GLTEルーターの売上高は44百万円（前期比60.9％減）となりました。その他、修理費などで売上高は20百万円

（前期比33.2％減）となりました。その結果、売上高は１億８百万円（前期比54.2％減）となりました。

パソコン向けテレビキャプチャーをはじめとするテレビキャプチャー関連製品に関しましては、全体で売上高は

１億57百万円（前期比1.6％増）となりました。

そのほかに、新規事業のスマートリングカメラバンドルソフトの保守等のその他売上高が46百万円（前期比

667.8％増）となりました。

 
以上の結果、当事業の売上高は５億４百万円（前期比28.2％減）、セグメント損失（営業損失）は１億55百万円

（前期はセグメント損失35百万円）となりました。

 
〔家電事業〕

家電事業の当連結会計年度におきましては、「ブランド価値の向上」と「お客様への付加価値の高い商品ライン

ナップの拡充」、「理美容家電市場への参入強化」、「海外市場の開拓」「お客様とのタッチポイントの強化」を

強力に遂行し、収益構造の抜本的改革を着実に推し進めてまいりました。その結果、売上高が４億96百万円（前期

比7.8％増）、セグメント損失（営業損失）は２億３百万円（前期はセグメント損失3億42百万円）と大幅な業績の

回復を実現いたしました。事業のハイライトと今後の成長戦略についてご報告いたします。

 
　　１．事業のハイライト

当連結会計年度の成長を力強く牽引したのは、プレミアムブランド「Re・De」シリーズ商品の拡販と新製品の発

売となりました。

Re・Deブランドの製品群につきましては、家電事業全体の売上高に対する構成比が58.9％（前期40.7％）と、引

き続き高い成長を維持いたしました。

なかでも、理美容家電のドライヤー「Re・De Hairdry」が顕著に伸長し、売上高１億26百万円（前期比79.8％

増）と事業全体を力強く牽引しています。大風量と圧倒的な軽さという一見矛盾する二つの機能を同時に実現した

革新的な製品であると、お客様より高く評価され、人気商品となり、著しく売上に貢献いたしました。

また、開発を進めていた「いつでもどこでも本格的なケアを可能にする」フェイスケア美容機器「Re・De

Suhada スティック美顔器」を2025年７月より一般販売を開始し、販売初期から売上高８百万円を計上いたしまし

た。Re・De Suhadaは、革新的なスキンケア体験で日常に新しい美習慣を提案いたします。

さらに、調理家電分野の新製品の販売が大きく貢献いたしました。Re・Deブランドでは、プレミアムオーブンレ

ンジ「Re・De Range」を2025年２月から一般販売を開始し、A-Stageブランドでは、縦型トースター「爆速リベイ

クトースター」を2025年３月より一般販売を開始しております。そして、2020年に発売してからのべ11万台を販売

した、ロングランの人気商品である電気圧力鍋「Re・De Pot」をフルリニューアルし、2025年7月に先行発売、年

内に一般販売を予定しております。Re・De Potの売上高は１億４百万円（前期比10.8％増）と堅調に推移してお

り、シリーズ全体では依然高い支持を獲得しています。

 
　　２．カテゴリ別業績

当連結会計年度における業績としては、前期比で売上高・粗利益額（率）ともに増加、特に調理家電・理美容家

電カテゴリの高成長が事業全体を牽引いたしました。

理美容家電分野においては、圧倒的な軽さと風量でご好評いただいているドライヤー「Re・De Hairdry」、

「Re・De Suhada スティック美顔器」が牽引し、リベートを差し引いた売上高は１億17百万円（前期比56.6%増）

と顕著に売上高、粗利益額（率）ともに伸ばし成長を達成しました。

調理家電分野においては、上記新製品の「Re・De Range」、縦型トースター「爆速リベイクトースター」が加わ

り、ロングラン商品の電気圧力鍋「Re・De Pot」も好調なことから調理家電分野の売上高は、Re・Deブランド、A-

Stageブランドを合わせ１億80百万円（前期比33.9％増）と堅調に伸び、売上、粗利益額（率）ともに貢献いたし

ました。

生活家電分野では、洗濯機の売上高が、前期比55.3％と大幅に増加し、Re・Deブランドのスマートダストボック

ス「Re・De Bin」の売上高も好調に推移し、生活家電分野の売上高は、38百万円（前期比24.1％増）と貢献しまし

た。

一方、白物家電については、食材宅配サービス運営会社との連携キャンペーンが奏功し、冷凍庫の販売が拡大し

ましたが、白物家電全体については、売上高１億56百万円（前期比18.9％減）となりました。

 
　　３．海外成長戦略：台湾市場への本格参入

2027年までにウェルネス＆ライフスタイルブランド「Re・De（リデ）」をアジア主要５地域へ展開する目標を掲

げ、第一弾として2025年７月、台湾の有力代理店であるLASKO International Limited, Inc.と独占販売代理店契

約を締結いたしました。これにより、2026年９月期より台湾の主要家電量販店およびECサイトでの展開を開始し、

グローバル戦略を加速させてまいります。

 
　　４．営業・メディア戦略：ブランド認知度と顧客接点の強化
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商品力に加え、お客様とのタッチポイントを最重要視し、以下の戦略を展開いたしました。

体験機会の拡大: 新製品発売に合わせ、全国主要都市で体感イベントを開催し、商品の魅力を直接お伝えする機

会を拡大しました。

販路拡大: 商品の魅力が直観的に伝わる展示ディスプレイを導入し、実店舗での販売網を着実に拡大しました。

メディア露出: 各種雑誌、Webサイト、地上波テレビ等で幅広く取り上げられ、「Re・De」「A-Stage」両ブラン

ドの認知度が飛躍的に向上し、市場での高い評価を確立いたしました。

 
　　５．開発戦略

新製品開発では、理美容分野における「Re・De Suhada」の開発、調理家電分野における「Re・De Range」や

「Re・De Pot」のフルリニューアルなど、お客様のニーズに応える製品開発を推進しました。今後もプレミアム＆

ウェルネス領域での新製品開発を続々と進めてまいります。

 
　　６．今後の成長戦略

今後は以下の戦略に注力し、業績の回復と成長を目指してまいります。

① Re・Deブランドの深化―プレミアム＆ウェルネス領域での新製品開発

② 理美容家電の拡充―高成長カテゴリーに集中投資

③ 海外成長戦略―ウェルネス＆ライフスタイルブランド「Re・De（リデ）」のアジア展開

④ SNSマーケティング強化―費用対効果の高いデジタル販促でファン層を拡大

これらの施策により、市場変化に柔軟に対応しつつ“黒字化の回復ライン”を確実に捉え、持続的な成長と収益

性向上を実現してまいります。これらの施策を通じて、市場環境の変化に適応しつつ、持続的な成長と収益性の改

善を図ってまいります。引き続き、株主の皆様のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 
以上の結果、当事業の売上高は４億96百万円（前期比7.8％増）、セグメント損失（営業損失）は２億３百万円

（前期はセグメント損失３億42百万円）となりました。

 
(注) 各セグメントのセグメント損失（営業損失）は、各セグメントに配分していない全社費用４億36百万円

（前期比6.8％減）を配分する前の金額であります。

　

当社グループの当連結会計年度末の財政状態については次のとおりであります。

(流動資産）

　当連結会計年度末における流動資産の残高は10億91百万円で、前連結会計年度末に比べ５億12百万円増加いたし

ました。これは主に、未収入金が55百万円、売掛金が28百万円、原材料及び貯蔵品が15百万円減少したものの、現

金及び預金が４億80百万円、商品及び製品が１億11百万円、流動資産その他が17百万円増加したことなどによるも

のであります。

(固定資産)

　当連結会計年度末における固定資産の残高は23百万円で、前連結会計年度末に比べ７百万円減少いたしました。

これは主に、投資その他の資産が７百万円減少したことなどによるものであります。

(繰延資産)

　当連結会計年度末における繰延資産の残高は11百万円で、前連結会計年度末に比べ２百万円増加いたしました。

これは主に、株式交付費が３百万円増加したことなどによるものであります。

(流動負債)

　当連結会計年度末における流動負債の残高は２億38百万円で、前連結会計年度末に比べ１億６百万円減少いたし

ました。これは主に、支払手形及び買掛金が46百万円、未払費用が19百万円、契約負債が18百万円、契約損失引当

金が17百万円、未払金が12百万円減少したことなどによるものであります。

(固定負債)

　当連結会計年度末における固定負債の残高は42百万円で、前連結会計年度末に比べ31百万円減少いたしました。

これは主に、契約損失引当金が31百万円減少したことなどによるものであります。

(純資産)

　当連結会計年度末における純資産の残高は８億45百万円で、前連結会計年度末に比べ６億45百万円増加いたしま

した。これは主に新株発行により資本金及び資本剰余金がそれぞれ７億50百万円増加したものの、親会社株主に帰

属する当期純損失を８億53百万円計上したことなどによるものであります。

 
② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４億80百

万円増加し、５億75百万円となりました。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、９億97百万円（前期は６億55百万円の使用）となりま

した。これは、主に、棚卸資産評価損34百万円の計上、減損損失30百万円、売上債権の減少29百万円があったもの

の、税金等調整前当期純損失８億48百万円の計上、棚卸資産の増加１億31百万円、契約損失引当金の減少48百万

円、仕入債務の減少46百万円があったことなどによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動の結果獲得した資金は、２百万円（前期は43百万円の使用）となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出31百万円、資産除去債務の履行による支出27百万円があったものの、敷

金及び保証金の回収による収入58百万円があったことなどによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は、14億74百万円（前期は７億50百万円の獲得）となりま

した。これは主に、社債の償還による支出10億50百万円があったものの、新株予約権の行使による株式の発行によ

る収入14億91百万円、社債の発行による収入10億42百万円があったことなどによるものであります。

 
③ 生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 生産高（千円） 前期比(％)

ＡＶ関連事業 492,514 105.1

家電事業 378,567 166.5

合計 871,081 125.1
 

(注）当連結会計年度において、生産実績に著しい変動がありました。これは主に、家電事業において、開発をしてまいりました新製品を

続々と投入した事と、売れ筋製品の受注・販売実績が好調に推移した結果、生産実績が大きく増加いたしました。

 
b. 受注実績

当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 受注高(千円) 前期比(％) 受注残高(千円) 前期比(％)

ＡＶ関連事業 513,252 71.7 52,673 120.2

家電事業 534,141 115.6 74,265 201.4

合計 1,047,393 88.9 126,939 157.3
 

(注)１．各セグメント事業の自社ブランド製品のうち、受注予測に基づく見込生産によっているものについては、上記受注実績には含めてお

りません。

２．当連結会計年度において、受注実績に著しい変動がありました。これはAV関連事業においては、法人向けの他社ブランドの委託ビジ

ネスの終息と減少によるものであり、より利益を得やすい自社製品への開発・販売を強化し選択と集中を進めている事による結果で

あります。また家電事業においては、開発をしてまいりました新製品を続々と投入した事と、売れ筋製品の受注・販売実績が好調に

推移した結果、受注実績が大きく増加いたしました。今後も新製品の開発の早期の上市を目指し、利益率が高く売れ筋の製品を市場

に投入し、販売実績を伸ばすことで、売上と利益の両方を伸ばしてまいります。
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c. 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 販売高(千円) 前期比(％)

ＡＶ関連事業 504,385 71.8

家電事業 496,743 107.8

合計 1,001,129 86.1
 

　(注）１．当連結会計年度において、販売実績に著しい変動がありました。これはAV関連事業においては、受注実績と同様に、自社製品への

開発・販売を強化し選択と集中を進め、売上よりも利益に重点を置いた営業活動を推し進めている事から、法人向けの他社ブラン

ドの委託ビジネスが終了や減少したことによるものであります。また家電事業においては、生産実績、受注実績と同様に、開発を

してまいりました新製品を続々と投入した事で売れ筋製品の受注実績が大きく増加し、販売実績も伸びたことによる結果でありま

す。

 

相手先

前連結会計年度
(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

TD SYNNEX㈱ 257,126 22.1 190,297 19.0
 

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 
① 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、次のとおりであります。

(売上高及び売上総利益)

売上高は、10億１百万円（前期比13.9％減）となりました。

これは主に、家電事業における白物家電製品及び調理家電製品の売上高の減少によるものです。また、売上総利

益率は27.7％で売上総利益は２億76百万円（同20.2％増）となりました。

(販売費及び一般管理費)

販売費及び一般管理費は、10億72百万円（前期比0.4％減）となりました。

主な内訳は、人件費（役員報酬・給料手当）２億83百万円（同20.9％減）、業務委託費１億24百万円（同4.1％

減）、運送費64百万円（同13.4％減）、賃借料28百万円（同59.2％減）、研究開発費１億35百万円（同99.5％

増）、販売促進費１億26百万円（同178.4％増）です。

(営業損益)

当連結会計年度における営業損失は７億96百万円（前連結会計年度は８億46百万円の営業損失）となりました。

これは主に売上総利益の増加や販売費及び一般管理費が減少したことによるものであります。

(経常損益)

当連結会計年度における経常損失は８億17百万円（前連結会計年度は８億46百万円の経常損失）となりました。

主な営業外費用は、新株予約権発行費償却８百万円（前期比25.9％増）、社債発行費償却７百万円（前期ゼロ）で

あります。
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(親会社株主に帰属する当期純損益)

税金等調整前当期純損失は８億48百万円（前連結会計年度は11億98百万円の税金等調整前当期純損失）となりま

した。特別損失は、減損損失30百万円（前期比55.1％減）であります。

法人税、住民税及び事業税を差し引いた親会社株主に帰属する当期純損失は８億53万円（前連結会計年度は12億

２百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

 
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの資金需要のうち主なものは、製品製造のための原材料の購入、人件費、外注加工費などの製造費

用、営業費用や研究開発費、本社費用などの販売費及び一般管理費と設備投資資金です。

　これらの資金は自己資金、社債及び新株の発行などによる調達を基本としております。

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1）経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状

況」に記載のとおりであります。

 
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の金額及び開示に影響

を与える見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて、過去の実績を勘案し合理的に判断しておりま

すが、見積り特有の不確実性があることから、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第５　経理の状況　１　

連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項　（重要な会計上の見積り）」に記載しております。

 
 

５ 【重要な契約等】

（１）　独占販売代理店契約

契約会社名
相手先
の名称

相手先の
所在地

契約期間
 

契約内容

株式会社ピクセラ
LASKO

International
Limited, Inc.

台湾
2025年７月8日より１年間
以降１年間単位で異議申立
のない限り自動更新

台湾エリアにおける当社グループ製
品であるウェルネス＆ライフスタイ
ルブランド「Re・De（リデ）」の独
占販売代理店契約

 

 

（２）　第13回無担保普通社債買取契約

　　当社は、繰上償還に関する特約が付された無担保普通社債買取契約を締結いたしました。

　　当該契約の内容等は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事

象）」に記載しているため、記載を省略しております。

 
（３）　企業・株主間のガバナンスに関する合意

　　2024年４月１日前に締結された企業・株主間のガバナンスに関する合意については、「企業内容等の開示に関する

内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第３条第４項により記

載を省略しております。
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６ 【研究開発活動】

当社グループは、これまでに培ったソフトウエアとハードウエアの技術と人材を有効に活用し、ウェルネスやヘル

スケアに関連する製品やサービスといった新たな製品群の創出のための研究開発に注力しております。ウェルネス関

連製品に限らず、これまで販売してきているチューナー関連製品から得られるデータや、Healthcare to EarnやWatch

to EarnなどのWeb3技術を活用し応用するサービスの研究開発も進めてまいります。

当連結会計年度におけるセグメント別の主な研究開発活動の概要は、以下のとおりであります。

 

(ＡＶ関連事業)

ウェルネスやヘルスケアに関連する新製品を今後も継続して投入するに当たり、試作・検証を進めております。

また、それら製品から入手できるデータを活用し、特徴のある機能を開発するための研究開発活動を行っておりま

す。

さらに、ウェルネス関連製品に限らず、これまでに販売したチューナー関連製品からも取得できるデータを活用

し、Web3技術を応用したサービスへ展開するための研究開発を継続的に進めております。

なお、2025年９月期末現在の従業員32名のうち、研究開発スタッフは21名であり、当連結会計年度における研究

開発費の総額は129百万円となっております。

 
(家電事業)

当連結会計年度の研究開発では、都市型ライフスタイルと健康志向の高まりを受け、前期から継続して、プレミ

アムでコンパクトな家電を実現するための設計を進め、市場調査やユーザーニーズの分析をもとに、試作品のデザ

イン、色味、機能性を細部に至るまで検証し、必要に応じて仕様を調整することで、最高のユーザー体験を提供で

きる製品を開発し、製品化しております。

また、操作性を革新する２つのダイヤル設計を採用し、直感的かつ簡単に操作できる製品開発を続けておりま

す。これにより、忙しい現代のライフスタイルに適応しながらも使いやすさを追求しています。さらに、省エネル

ギー設計やリサイクル素材の採用など、環境負荷の軽減にも取り組み、サステナブルな製品づくりを推進していま

す。

当連結会計年度における研究開発費の総額は6百万円となっております。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

ＡＶ関連事業において、工具、器具及び備品2,530千円の投資を行いました。

また、家電事業においては、工具、器具及び備品29,422千円の投資を行いました。

 
２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

当社は、本社のほか、東京営業所を設けております。

主要な設備は、以下のとおりであります。

2025年９月30日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

ソフト
ウエア

合計

本社
(大阪市西区)

ＡＶ関連事業
営業・
管理統括・
開発用施設

0 0 0 0 0 27

東京営業所
(東京都千代田区)

〃
営業・
開発用施設

0 ― 0 ― 0 5

 

(注) 建物は賃借中であり、年間賃借料は25,952千円です。

 

(2) 国内子会社

2025年９月30日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

ソフト
ウエア

合計

㈱A-Stage
本社(東京
都千代田
区)

家電事業
営業・
管理統括
用施設

0 ― 0 0 0 18

 

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

　該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 109,866,744

Ａ種種類株式 81,880

Ｂ種種類株式 40,000

計 109,988,624
 

(注)　2025年12月25日開催の定時株主総会において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、同

日付でＡ種種類株式の発行可能種類株式総数の規定を削除しております。これにより発行可能株式総数は普通

株式109,866,744株及びＢ種種類株式40,000株となっております。

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 102,415,276 102,415,276
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数　　100株

Ａ種種類株式 81,880 － 非上場 単元株式数　１株 (注)

計 102,497,156 102,415,276 ― ―
 

(注) Ａ種種類株式の概要は次のとおりであります。なお、2025年10月31日開催の取締役会において、会社法第178

条の規定に基づきＡ種種類株式の自己株式全ての消却を行うことを決議し、自己株式の消却を実施しておりま

す。

　　　①単元株式数は１株であります。

② 剰余金の配当

当社は、Ａ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株主」という。）及びＡ種種類株式の登録株式質権者

（Ａ種種類株主とあわせて以下「Ａ種種類株主等」という。）に対しては、配当を行わない。

③ 残余財産の分配

ア 残余財産の分配

　当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等に対して、普通株式を有する株主（以下「普通株

主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（普通株主とあわせて以下「普通株主等」という。）に先立

ち、当社Ｂ種種類株式（以下「Ｂ種種類株式」という。）を有する株主（以下「Ｂ種種類株主」という。）

及びＢ種種類株式の登録株式質権者（Ｂ種種類株主とあわせて以下「Ｂ種種類株主等」という。）と同順位

にて、Ａ種種類株式1株につき、10,000円の金銭を支払う。

イ 非参加条項

　Ａ種種類株主等に対しては、上記③アのほか、残余財産の分配は行わない。

④ 議決権

　Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、当社の株主総会において議決権を有しない。

⑤ 種類株主総会の議決権

　当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、

Ａ種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

⑥ 株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利

ア　当社は、Ａ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

　 イ　当社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えない。

ウ　当社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当又は新株予約権無償割当を行わない。

⑦ 金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）
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ア 取得時期

　Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、償還請求日（以下に定義する。）における分配可

能額（会社法第461条第２項に定める分配可能額をいう。以下「償還請求可能額」という。）が正の値であ

るときに限り、毎月１日（当該日が銀行営業日でない場合には翌銀行営業日とする。）を償還請求が効力を

生じる日（以下「償還請求日」という。）として、償還請求日の３営業日前までに当社に対して書面による

通知（撤回不能とする。以下「償還請求事前通知」という。）を行った上で、当社に対して、金銭の交付と

引換えに、その有するＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求（以下「償還請求」という。）す

ることができるものとし、当社は、当該償還請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容

する範囲内において、当該償還請求に係るＡ種種類株式の数に10,000円を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種

種類株主に対して交付するものとする。

　但し、同一の日を償還請求日として償還請求がなされたＡ種種類株式の取得と引換えに交付することとな

る金銭の額が、償還請求日における償還請求可能額を超える場合には、償還請求がなされたＡ種種類株式の

数に応じた比例按分の方法により、かかる合計額が償還請求可能額を超えない範囲内においてのみＡ種種類

株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったＡ種種類株式については、償還請求がなされ

なかったものとみなす。

イ 償還請求受付場所

　三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

ウ 償還請求の効力発生

　償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記⑦イに記載する償還請求受付場所に到

達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

⑧ 普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）

ア 取得時期

　Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、転換請求日（以下に定義する。）の３営業日前ま

でに当社に対して書面による通知（撤回不能とする。以下「転換請求事前通知」という。）を行った上で、

当社に対して当社普通株式の交付と引き換えに、その有するＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを

請求すること（以下「転換請求」という。）ができるものとし、当社は、当該転換請求に係るＡ種種類株式

を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、以下に定める算定方法に従って算出される数の

当社普通株式（以下「対価普通株式」という。）を、当該Ａ種種類株主に対して交付するものとする。但

し、⑨に基づき交付される普通株式数が転換可能株式数を超える場合には、転換可能株式数を超えない範囲

内においてのみ転換請求の効力が生じるものとし、転換可能株式数を超えることとなる部分については転換

請求がなされなかったものとみなす。上記の但書において「転換可能株式数」とは、転換請求が効力を生じ

る日（以下「転換請求日」という。）における（ア）当社の発行可能株式総数から、転換請求日における当

社の発行済株式総数及び転換請求日における新株予約権（当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来して

いないものを除く。以下⑧アにおいて同じ。）の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得すること

となる株式の数と、（イ）当社の普通株式の発行可能種類株式総数から、転換請求日における当社の発行済

普通株式数及び転換請求日における新株予約権の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得すること

となる普通株式の数を控除した数の、いずれか少ない数を控除した数をいう。

イ 取得と引換えに交付する普通株式の数

　対価普通株式の数は、転換請求に係るＡ種種類株式の数に10,000円を乗じて得られる額を、下記⑧ウ及び

⑧エに定める転換価額で除して得られる数とする。なお、Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式

の合計数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第

167条第３項に定める金銭の交付はしない。

ウ 当初転換価額

　転換価額は、当初40円とする。但し、転換価額は、下記⑧エの規定により調整されることがある。

エ 転換価額の調整

(1) 当社は、2023年12月30日以降、下記⑧エ(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生

じる場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
既発行普通株式数

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 

(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に
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定めるところによる。

 (a) 当社普通株式を新たに交付（当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処

分することをいう。以下同じ。）する場合（但し、株式無償割当の場合、当社の発行した取得請求権

付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除

く。）、調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期

間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。

 (b) 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後転換価額は、株式分割のた

めの基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるため

の基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利

を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当をすると

きは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

 (c) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発

行する場合（無償割当の場合を含む。）又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新

株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当の場合を含む。）、調整後転換

価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利

の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなし

て転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の場合

は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のため

の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際し

て交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他

の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後転換価額は、当該対価の確定時点で

発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全

てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換

価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

 (d)　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得条項に基づく取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、調整後転換価額は、取得日

の翌日以降これを適用する。

 (e)　上記⑧エ(2)(a)から(c)の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各

取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としてい

るときは、上記⑧エ(2)(a)から(c)の定めにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の

翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま

でに⑧に定める取得請求権を行使したＡ種種類株主に対しては、次の算式に従って当社普通株式を交

付する。

株式数 ＝

（調整前転換価額－

調整後転換価額）
×

調整前転換価額により当該期間

内に交付された株式数

調整後転換価額
 

 

　　この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が0.01円未満にとどまる限

りは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換

価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差

引いた額を使用する。

(4) 転換価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

(a) 0.01円未満の端数を四捨五入する。

(b)　転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない

場合は、調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日

における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記⑧エ(2)(b)の場合には、転

換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てら

れる当社普通株式数を含まないものとする。
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(5) 上記⑧エ(2)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、2023年12月30日以降、次に掲げる場合に

は、当社は、必要な転換価額の調整を行う。

(a)　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とす

る株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。

(b)　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整

を必要とするとき。

(c)　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 上記⑧エに定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並

びにその事由、調整前転換価額、調整後転換価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日

までにＡ種種類株主に通知する。但し、上記⑧エ(2)(e)の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行

うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

オ 転換請求受付場所

　三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

カ 転換請求の効力発生

　転換請求事前通知の効力は、転換請求事前通知に要する書類が上記⑧オに記載する転換請求受付場所に到

達したときに発生する。転換請求の効力は、当該転換請求事前通知に係る転換請求日において発生する。

⑨ 金銭を対価とする取得条項（強制償還）

　当社は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以下「償還日」とい

う。）が到来することをもって、Ａ種種類株主等に対して、当該償還日の２週間前までに書面による通知

（撤回不能とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、Ａ種種類株式の

全部又は一部を取得することができる（以下「金銭対価償還」という。）ものとし、当社は、当該金銭対価

償還にかかるＡ種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還請求に係るＡ種種類株式の数に

10,000円を乗じて得られる額の金銭をＡ種種類株主に対して交付するものとする。なお、Ａ種種類株式の一

部を取得するときは、比例按分の方法による。

⑩ 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め

　当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、Ａ種種類株式は、法令に別段の定めのある場合を

除き、当社の株主総会における議決権がないため、単元株式数は１株としています。

⑪ 議決権の有無又はその内容の差異

　普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であります。Ａ種種類株式は、法定に別段の定めの

ある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。これは、資本増強にあたり、既存の株主への影響

に配慮したためであります。なお、Ａ種種類株主は残余財産の分配について優先権を有しております。

⑫ 種類株主総会の決議

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めをしております。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

ストックオプション制度の内容は「第５ 経理の状況　１　連結財務諸表等 （1）　連結財務諸表　注記事項　

（ストック・オプション等関係）」に記載しております。

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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③ 【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第14回新株予約権

決議年月日 2022年７月21日

付与対象者の区分及び人数
当社代表取締役　　１名
当社前代表取締役　１名

新株予約権の数(個)※ 200,000(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数※ ―

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(株)※

普通株式　200,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額※ 909円(注)２

新株予約権の行使期間※ 2022年９月１日～2032年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　909
資本組入額　455　(注)３

新株予約権の行使の条件※

権利行使期間中のある暦月において終値平均値が一度でも
行使価額の40％に相当する金額を下回った場合に、残存す
る新株予約権の全てを行使期間の末日までに行使しなけれ
ばならない。
(注)４

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項※

(注)６
 

 ※　当事業年度の末日（2025年９月30日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在（2025年11

月30日）において、これらの事項に変更はありません。なお、2023年12月29日付で普通株式100株を１株にする

株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行

使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。

(注) １．本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株

とする。

　　なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

　　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
 

　　また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

３．新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額

(1)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

(2)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権の行使の条件

(1)　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または

従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りではない。

(2)　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、その死亡時において新株予約権者本人が行使し

うる株式数を上限としてこれを行使することができる。

(3)　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
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(4)　各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

５．新株予約権の取得に関する事項

(1)　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承

認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を

もって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)　新株予約権者が権利行使をする前に、上記４に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場

合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記

２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の

目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める行使期間

の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記３に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記４に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記５に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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第19回新株予約権

決議年月日 2023年12月28日

新株予約権の数(個)※ 40,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数※ ―

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ Ｂ種種類株式　40,000(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 10,000(注)３

新株予約権の行使期間※ 2024年１月４日～2026年１月５日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    10,000

資本組入額   5,000

新株予約権の行使の条件※ 本新株予約権の一部行使不可

新株予約権の譲渡に関する事項※ ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ ―
 

※　当事業年度の末日（2025年９月30日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2025年11月

30日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．Ｂ種種類株式の概要

① 剰余金の配当

 当社は、Ｂ種種類株式を有する株主（以下「Ｂ種種類株主」という。）及びＢ種種類株式の登録株式質権者

（Ｂ種種類株主とあわせて以下「Ｂ種種類株主等」という。）に対しては、配当を行わない。

② 残余財産の分配

ア 残余財産の分配

　当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種種類株主等に対して、普通株主等に先立ち、当社Ａ種種類株式

（以下「Ａ種種類株式」という。）を有する株主（以下「Ａ種種類株主」という。）及びＡ種種類株式の登

録株式質権者（Ａ種種類株主とあわせて以下「Ａ種種類株主等」という。）と同順位にて、Ｂ種種類株式１

株につき、10,000円の金銭を支払う。

イ 非参加条項

 Ｂ種種類株主等に対しては、上記②アのほか、残余財産の分配は行わない。

③ 議決権

 Ｂ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、当社の株主総会において議決権を有しない。

④ 種類株主総会の議決権

当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、Ｂ

種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

⑤ 株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利

ア　当社は、Ｂ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

イ　当社は、Ｂ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えない。

ウ　当社は、Ｂ種種類株主には、株式無償割当又は新株予約権無償割当を行わない。

⑥ 金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）

ア 取得時期

　Ｂ種種類株主は、Ｂ種種類株式の発行日以降いつでも、償還請求日（以下に定義する。）における分配可

能額（会社法第461条第２項に定める分配可能額をいう。以下「償還請求可能額」という。）が正の値であ

るときに限り、毎月１日（当該日が銀行営業日でない場合には翌銀行営業日とする。）を償還請求が効力を

生じる日（以下「償還請求日」という。）として、償還請求日の３営業日前までに当社に対して書面による

通知（撤回不能とする。以下「償還請求事前通知」という。）を行った上で、当社に対して、金銭の交付と

引換えに、その有するＢ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求（以下「償還請求」という。）す

ることができるものとし、当社は、当該償還請求に係るＢ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容

する範囲内において、当該償還請求に係るＢ種種類株式の数に10,000円を乗じて得られる額の金銭を、Ｂ種

種類株主に対して交付するものとする。

　但し、同一の日を償還請求日として償還請求がなされたＢ種種類株式の取得と引換えに交付することとな
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る金銭の額が、償還請求日における償還請求可能額を超える場合には、償還請求がなされたＢ種種類株式の

数に応じた比例按分の方法により、かかる合計額が償還請求可能額を超えない範囲内においてのみＢ種種類

株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったＢ種種類株式については、償還請求がなされ

なかったものとみなす。

イ 償還請求受付場所

　三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

ウ 償還請求の効力発生

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記⑥イに記載する償還請求受付場所に到

達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

⑦ 金銭を対価とする取得条項（強制償還）

当社は、Ｂ種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以下「償還日」という。）

が到来することをもって、Ｂ種種類株主等に対して、当該償還日の２週間前までに書面による通知（撤回不能

とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、Ｂ種種類株式の全部又は一部

を取得することができる（以下「金銭対価償還」という。）ものとし、当社は、当該金銭対価償還にかかるＢ

種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還請求に係るＢ種種類株式の数に10,000円を乗じて得ら

れる額の金銭をＢ種種類株主に対して交付するものとする。なお、Ｂ種種類株式の一部を取得するときは、比

例按分の方法による。

２．第19回新株予約権の目的である株式の総数はＢ種種類株式40,000株（第19回新株予約権１個あたり１株（以

下「割当株式数」という。））とする。

なお、第19回新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決

議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

３．新株予約権の行使時の払込金額

① 第19回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各第19回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額（以下に定義す

る。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨て

る。

② 第19回新株予約権の行使により当社がＢ種種類株式を交付（Ｂ種種類株式を新たに発行し、又は当社の保有

するＢ種種類株式を処分することをいう。以下同じ。）する場合におけるＢ種種類株式１株あたりの出資され

る財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、10,000円とする。

③ 行使価額の修正

　行使価額の修正は行わない。

④ 行使価額の調整

　当社は、第19回新株予約権の割当日後に当社が資本の減少、合併、会社分割又は株式交換を行う等、行使

価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、資本の減少、合併、会社分割又は株式

交換の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整できることとし、調整により生じる1円未満の端

数については、これを切り上げることとする。

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

400,040,000円

　 上記３④により、行使価額が調整された場合には、第19回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第19回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われな

い場合には、第19回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性が

ある。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

 2020年10月１日～
 2021年９月30日
（注）２

68,491,465 168,491,046 738,729 5,049,320 738,729 3,948,029

 2021年10月１日～
 2022年９月30日
（注）２

69,295,434 237,786,480 376,233 5,425,553 376,233 4,324,262

 2022年10月１日～
 2023年９月30日
（注）２

424,241,178 662,027,658 317,519 5,743,072 317,519 4,641,781

 2023年10月１日～
 2023年10月４日
（注）１

普通株式
32,500,000

普通株式
694,527,658

32,501 5,775,574 32,501 4,674,283

 2023年12月29日
（注）３

普通株式
△687,582,382

普通株式
6,945,276

― 5,775,574 ― 4,674,283

 2024年１月１日～
 2024年２月28日
（注）１

Ａ種種類株式
46,200

普通株式
6,945,276

Ａ種種類株式
46,200

231,023 6,006,597 231,023 4,905,306

 2024年１月１日～
 2024年２月28日
（注）４

普通株式
9,550,000

普通株式
16,495,276
Ａ種種類株式

46,200

― 6,006,597 ― 4,905,306

 2024年２月28日
（注）５

―

普通株式
16,495,276
Ａ種種類株式

46,200

△5,733,072 273,524 △3,991,729 913,577

 2024年２月29日～
 2024年５月31日
（注）１

Ａ種種類株式
35,680

普通株式
16,495,276
Ａ種種類株式

81,880

178,417 451,942 178,417 1,091,994

 2024年２月29日～
 2024年５月31日
（注）４

普通株式
10,920,000

普通株式
27,415,276
Ａ種種類株式

81,880

― 451,942 ― 1,091,994

 2024年10月１日～
 2025年９月30日
（注）１

普通株式
75,000,000

普通株式
102,415,276
Ａ種種類株式

81,880

750,003 1,201,946 750,003 1,841,998

 

(注)１.新株予約権の権利行使による増加であります。

２.転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使及び新株予約権の権利行使による増加であります。

３.2023年12月29日付で普通株式100株につき１株の割合で株式併合を行っており、これにより発行済株式総数が687,582,382株減少してお

ります。

４.Ａ種種類株主の普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）の行使を受けたことにより、Ａ種種類株式を自己株式として取得し、

対価として当該Ａ種種類株主にＡ種種類株式１株につき普通株式250株を交付したことによる増加であります。

５.2023年12月28日開催の定時株主総会決議により、繰越欠損を解消するとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目

的として、資本金を57億33百万円（減資割合95.4％）、資本準備金を39億91百万円（減資割合81.4％）減少させ、その他資本剰余金に

振り替えております。また、同日付で当該その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を実施しております。

６.2025年10月31日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づきＡ種種類株式の自己株式全ての消却を行うことを決議し、自

己株式の消却を実施しております。これにより、提出日現在の発行済株式総数は普通株式102,415,276株となっております。

７.2025年12月25日開催の第44期定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関する議案が承認可決さ

れました。これにより、資本金は1,191百万円減少し、資本準備金は622百万円減少する予定です。なお、効力発生日は、2026年２月27

日を予定しております。
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８.2024年９月26日付「有価証券届出書」に記載しました第20回新株予約権の「手取金の使途」について、2025年６月11日付「第20回新株

予約権の資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、以下の通り資金の使途を変更しております。

(当初予定していた資金の使途)

 具体的な使途
当初調達予定額

(百万円)
支出予定時期

 ①　生産資金 250 2024年11月～2025年９月

 ②　新製品の開発費用 330 2024年11月～2025年７月

 ③　マーケティング・プロモーション費用 75 2024年11月～2025年６月

 ④　新規事業構築 88 2024年11月～2025年９月

 ⑤　無担保社債の償還(発行予定分) 750 2024年12月～2025年４月

 合計 1,493  
 

(変更の理由)

2025年６月13日に第12回無担保社債を発行いたしました。第20回新株予約権の資金使途としておりました生産資金の一部について

は、第12回無担保社債により賄うことといたしました。

これにより、当初予定の資金使途より、下記のとおり、資金使途を変更いたしました。

(変更後の資金使途)

 具体的な使途
当初調達予定額

(百万円)

実際の調達額

(百万円)

充当額

(百万円)
支出予定時期

 ①　生産資金 250 105 - 2025年６月～2025年９月

 ②　新製品の開発費用 330 214 11 2025年５月～2025年12月

 ③　マーケティング・プロモーション費用 75 39 - 2025年６月～2025年12月

 ④　新規事業構築 88 85 3 2025年５月～2025年12月

 ⑤　無担保社債の償還(第10回及び第11回) 750 750 750 2024年12月～2025年３月

 ⑥　無担保社債の償還(第12回) - 300 - 2025年６月～2025年11月

 合計(注) 1,493 1,493 764  
 

(注)　第20回新株予約権の調達額約15億円から発行諸費用を控除した差引手取額となります。
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(5) 【所有者別状況】

　普通株式

2025年９月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) ― 1 29 59 34 189 26,169 26,481 ―

所有株式数
(単元)

― 6,689 78,787 5,190 33,703 7,123 888,884 1,020,376 377,676

所有株式数
の割合(％)

― 0.66 7.72 0.51 3.30 0.70 87.11 100.00 ―
 

(注)　自己株式39,011株は、「個人その他」に390単元及び「単元未満株式の状況」に11株を含めて記載しております。

 

　Ａ種種類株式

2025年９月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) ― ― ― ― ― ― 1 1 ―

所有株式数
(単元)

― ― ― ― ― ― 81,880 81,880 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ― 100.00 100.00 ―
 

(注)　自己株式81,880株は、「個人その他」に81,880単元を含めて記載しております。
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(6) 【大株主の状況】

2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所
有株式数の割合

(％)

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 2,615 2.56

ＧＭＯクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 1,221 1.19

三菱ＵＦＪeスマート証券株式会
社

東京都千代田区霞が関３丁目２番５号 1,063 1.04

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 961 0.94

JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON
BRANCH EQ CO
（常任代理人　株式会社三菱Ｕ
ＦＪ銀行）

BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND
（東京都千代田区丸の内１丁目４番５号）

939 0.92

全　泰淳 東京都目黒区 873 0.85

今川　弘典 大阪府門真市 821 0.80

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 685 0.67

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10号 668 0.65

山下　博 大阪府泉南市 646 0.63

計 ― 10,497 10.25
 

（注）１．発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、自己株式（普通株式39,011株及びＡ

種種類株式81,880株）を控除して計算しております。また、Ａ種種類株式は無議決権株式であり、全て自己株式

であるため、所有議決権数別の記載は省略しております。

　　　２．エボ　ファンド（Evo Fund）から2024年12月２日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報

告書）に基づき、主要株主の異動を確認したため、2024年12月３日付、2025年１月20日付、2025年７月９日付、

2025年８月26日付で臨時報告書（主要株主の異動）を提出しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
Ａ種種類株式

81,880
― (注)１

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

― 単元株式数　100株
39,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,019,986 同上
101,998,600

単元未満株式
普通株式

― ―
377,676

発行済株式総数 102,497,156 ― ―

総株主の議決権 ― 1,019,986 ―
 

(注)１．Ａ種種類株式の内容は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に

記載しております。

 ２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式11株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ピクセラ
大阪市西区立売堀一丁目
４番12号

39,000 ― 39,000 0.04

計 ― 39,000 ― 39,000 0.04
 

(注)１．上記に記載されたものは普通株式であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合も、普通株式につい

て計算しております。

 ２．上記のほか、無議決権株式であるＡ種種類株式の自己株式81,880株があります。

 
２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第７号による普通株式の取得

 
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 7,821 445

当期間における取得自己株式 992 41
 

(注) 当期間における取得自己株式には、2025年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

①普通株式

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他(単元未満株式の買増請求
による売渡)

31 1 92 3

保有自己株式数 39,011 ─ 39,911 ─
 

(注)　当期間における保有自己株式には、2025年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。

 

②Ａ種種類株式

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 ─ ─ 81,880 ─

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

─ ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─ ─

保有自己株式数 81,880 ─ ─ ─
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３ 【配当政策】

当社の事業は、技術革新のスピードが速く、かつ競争が激しい先端分野でありますので、市場に継続的に付加価値

の高い製品を投入し続けるためには、開発体制の強化や戦略的な投資を中長期的に行っていく必要があります。この

ような観点から、利益配分につきましては内部留保の充実を勘案しつつ、収益状況に応じた利益還元を行うことを基

本方針としております。

内部留保金につきましては、競争力強化のための研究開発投資に活用するなど、企業価値の極大化を念頭においた

効率的な活用を考えております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これら剰余金の配当

の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当社は取締役会の決議により、毎年３月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりま

す。

なお、当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きました。

また、2026年９月期の配当につきましても、現在の財政状態及び次期の損益の見通しを勘案いたしますと配当を実

施する状況には至らず、無配を継続せざるを得ない状況であります。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、社会的責任を果たし継続的に成長するた

めには、法令を遵守して公正な経営を実現し、経営諸活動の全般にわたって透明性と客観性を確保することが重要

であるというものであります。そのために、監査役監査や内部監査による監督機能を強化し、顧問弁護士等の外部

専門家の助言を取り入れるなど必要な社内体制の整備拡充に取り組んでおります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．企業統治の体制の概要

会社の機関及び内部統制の企業統治体制は、以下のとおりであります。

（取締役会）

経営及び業務執行に関わる意思決定機関としての取締役会は、取締役７名（議長/代表取締役社長　藤岡毅、取

締役　上田賢嗣、取締役　廣岡大輔、取締役　遠藤暢克、取締役　成田友依、取締役　岩井亨、取締役　真鍋孔

明）で構成されており、毎月１回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上の重要な事

項を決定しております。さらに週次で役員ミーティングを開催し、最新情報の共有と迅速な意思決定のための協

議を行っております。

また、当社は代表取締役社長の直轄機関として内部監査室を設置し、経営活動全般にわたる内部統制の妥当性

の評価、並びにその結果に基づいた改善、合理化の助言・提案等を行っております。

（監査役会）

当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤の社外監査役１名（藤原豊和）と非常勤の社外監査役２名

（平松仁昌、十代田敦）で構成されております。各監査役は原則月１回開催される監査役会に出席するほか、取

締役会に出席して取締役の職務執行を監督し、客観的かつ公正な観点から意見陳述を行っております。

また、自らの計画に基づいて定期的に各執行部門の監査を実施するとともに、営業報告の聴取や社内会議への

出席、会計監査人からの報告聴取等を積極的に行うことにより監査の実効性を高めております。

（経営会議）

営業状況の報告や重要事項の審議及び経営方針の確認を行う経営会議を適宜開催し、役員及び幹部社員が出席

しております。

（プロジェクト推進会議）

経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立するため、研究・開発等の社内の各プロジェクト

がより効率的・有機的であるべく、プロジェクト推進会議を開催しプロジェクト推進状況の検証を行っておりま

す。

ロ．企業統治の体制を採用する理由

当社が企業統治の体制として採用する監査役設置会社の下では、業界に精通した経験豊富な取締役と経営管理

EDINET提出書類

株式会社ピクセラ(E02075)

有価証券報告書

 40/111



や製品技術に関する専門的な知識を有する監査役が、各々の知識と経験を背景に意見を交わすことにより、適正

な牽制と迅速な意思決定が確保されるものと考えているためであります。

 
③ 企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制につい

て、以下のような基本方針を決定しております。

a）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役は、当社が法令・定款を遵守した企業活動を経営の基盤とすることを認識するとともに、コンプライア

ンスを遵守した組織・体制・施策を整備する責任を有し、管掌取締役は、コンプライアンスに対する取り組み

を全社横断的に推進する。

・内部監査室は、コンプライアンス遵守状況を監査し、代表取締役社長並びに必要に応じて取締役会及び監査役

会に報告する。

・法令ほか当社社内規程等に違反、またはその恐れがある行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を

整備・運用し、不正行為等の早期発見及び是正を図り、法令遵守体制の強化に努める。

・財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、

維持、改善に努める。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切関係を遮断し、これらの者に対して毅然と

した態度で対応する。その体制として、対応部署を経営管理本部とし、社内関係部署及び外部専門機関（企業

防衛対策協議会等）との協力体制を整備する。

b）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社文書管理取扱規程に従い、適切に保存・管理・運用す

る。また、取締役及び監査役の要望があるときはこれを閲覧に供する。

c）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・取締役は、リスクを管理するための体制・施策を整備する責任を有し、管掌取締役は、リスク管理に対する取

り組みを全社横断的に推進する。

・不測の事態が生じた場合、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等の外

部専門家の支援を得て早急に対処し、損失を最小限に抑える。

d）取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役は、職務分担を明確化し、職務権限規程・職務分掌規程に基づき権限の委譲を行い、業務の効率的な遂

行を図る。

・定時取締役会は毎月１回開催する。また必要に応じ臨時に開催し、業務執行上の重要事項の決定並びに取締役

の業務執行状況を報告する。

・取締役会にて中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を定め、各部門はその目標達成に向け業務

を遂行する。

e）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・内部監査室により、定期的に各部門の内部監査を実施し、使用人の職務執行の適正性と効率性を確保し、その

維持・改善に努める。

・法令ほか当社社内規程等に違反、またはその恐れがある行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を

整備・運用し、全使用人にコンプライアンスの徹底を図り、不正行為等の早期発見に努める。
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f）当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・関係会社管理者は、定期的または適時に関係会社の取締役等にその職務執行の状況その他の報告をさせ、必要

に応じて当社取締役会及び関連部署に報告する。

・関係会社の代表取締役自身に当該関係会社におけるリスク管理の最高責任者として管理体制を構築する義務を

負わせた上で、管理状況及び事象の発生を報告させ、必要に応じて指導や是正措置を講じる。

・関係会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるために、必要に応じて当社役員または従業員を取締役と

して派遣して密接な連携を保ちつつ機動的運営を図るとともに、当該職務に関連する当社の各部門は必要に応

じて指導育成を実施する。

・関係会社の取締役等の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するために、当社監査役は事業の経過の

概要につき報告を求め、さらに業務及び財産の状況を調査することができる。また、当社内部監査室は、関係

会社に対して当社内部監査規程に準じた内部監査を定期的または臨時に実施する。

・当社は、関係会社がコンプライアンスを遵守し、独立性・独自性を堅持した企業運営を行うことを尊重する。

g）監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・監査役から監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合は、監査役と協議の上、合理的な範囲で

設置するものとする。

h)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関す

る事項

・監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合、取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事異

動及び人事考課は、監査役との協議の上決定する。また、監査役の指示の実効性を確保するため、監査役から

命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織等の者の指揮命令は受けないものとする。

i）監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人による監査役への報告体制として、取締役会への出席の他、重要な会議へは常勤監査役が出

席することで業務執行に係る重要事項の報告を兼ねることとする。

・取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実を知った場合には、速やかに監査役に報告しなければな

らない。また、取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行に関する事項の報告を行う。

・関連会社の取締役等や当社取締役等から報告を受けた者は、当社関係会社管理規程に定めるところに従い、適

時かつ適切に監査役に必要事項を報告する。

・当社監査役会規則や内部通報制度規程に定めるとおり、監査役に対する報告をした者や内部通報制度の利用者

が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。

・監査役の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針は、監査役監査基準に明記しており、当該費用

等は予め予算計上しておくものとするが、緊急または臨時に支出したものについては、当社に償還請求できる

ものとする。

j）その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・代表取締役社長は、監査役会との間で定期的に意見交換を行う機会を設ける。

・監査役は必要に応じて内部監査室、会計監査人並びに顧問弁護士と協議の機会を設け、情報交換、意見交換を

通じて連携を図る。

 
ロ．リスク管理体制の整備の状況

当社は、全社的、個別的なリスクの把握とリスクがもたらす損失の極小化を図るため、代表取締役を最高責任

者、各取締役を責任者とするリスク管理体制を整備しております。また、重要な法務的課題及びコンプライアン

スに係る事象については、管掌取締役が必要な検討を実施するとともに、顧問弁護士に法的な側面からアドバイ

スを受ける体制をとっております。さらに、健全な事業活動を推進するため、コンプライアンス委員会を必要に

応じて開催しております。これにより、社内に潜在する違法・不法行為等の未然防止と発生の抑制を図っており

ます。

 
ハ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

当該契約の内容は以下のとおりであります。

当該契約の被保険者は、当社及び当社の子会社の全ての取締役、監査役であり、会社訴訟、第三者訴訟、株主

代表訴訟等により、被保険者が負担することになった訴訟費用及び損害賠償金（保険約款に基づく免責事由に該

当するものを除く。）を補填することとし、その保険料は会社が全額負担しております。
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ニ．当社定款において定めている事項

a) 取締役会で決議できる株主総会決議事項

ⅰ．自己株式取得の決定機関

当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等

により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動

的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。

　

ⅱ．中間配当の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議に

よって、３月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

　

b) 取締役の定数

当社は、取締役３名以上を置く旨、定款に定めております。

　

c) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選

任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。

　

d) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。これは株

主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

　

e) 責任限定契約の内容

当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令が定める最

低責任限度額のいずれか高い額としております。

 
f) 種類株式

当社は、普通株式のほか、Ｂ種種類株式を発行できる旨を定款で定めております。

普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、Ｂ種種類株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、当社の

株主総会における議決権がないため、単元株式数は１株としています。

また普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、Ｂ種種類株式は、法定に別段の定め

のある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。これは、資本増強にあたり、既存の株主への影響に

配慮したためであります。なお、Ｂ種種類株主は残余財産の分配について優先権を有しております。
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④ 取締役会の活動状況

取締役会は、定時取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当事業年度

においては、合計15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。なお、このほか

に会社法第370条に基づく書面決議が３回ありました。

 氏名 開催回数 出席回数

 藤岡　毅 15 15

 上田　賢嗣　 15 15

 廣岡　大輔　 15 15

 遠藤　暢克 15 15

 成田　友依（注） 12 12

 岩井　亨（注） 12 12

 真鍋　孔明（注） 12 12
 

（注）成田友依氏、岩井亨氏、真鍋孔明氏は、2024年11月22日開催の臨時株主総会において、新たに

取締役に選任され就任いたしましたので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載して

おります。

 
取締役会では、経営戦略に関する事項、事業報告・計算書類等の承認、重要な組織及び人事に関する事項、資金

調達に関する事項のほか、その他法令、定款及び当社取締役会規程に定められた事項等について審議、決定を行う

とともに、取締役の職務の執行を監督しております。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役
社長

藤　岡　　　毅 1979年11月２日生

2002年９月 ㈱エス・エス・ディ入社

2009年２月 同社代表取締役（現任）

2016年10月 当社入社 経営企画本部長

2017年12月 当社取締役

2018年２月 当社M&A戦略本部長

2018年５月 ㈱A-Stage 代表取締役（現任）

2018年８月 ㈱オックスコンサルティング（現

biz・Creave㈱） 取締役（現任）

2020年12月 当社代表取締役

2023年２月 当社代表取締役社長（現任）

2023年８月 ㈱RfStream代表取締役（現任）

(注)３
普通株式
8,000

取締役 上　田　賢　嗣 1974年10月８日生

2000年４月 当社入社

2014年５月 当社製品開発本部 第５ソフトウエア

開発部 部長

2017年７月 当社執行役員 ソフトウエア開発本部

副本部長 兼 インターメディアプ

ラットフォーム開発部 部長

2019年４月 当社製品事業本部 ソフトウエア開発

部 部門長

2022年６月 当社次世代技術開発部門 副部門長

2023年２月 当社取締役 ソフトウエア開発本部長

2024年４月 当社取締役 ソフトウエア開発本部長

兼 ブランドデザイン部 部長（現

任）

(注)３
普通株式

27

取締役 廣　岡　大　輔 1976年６月30日生

2001年４月 当社入社

2020年11月 当社執行役員 製品事業本部 製品開

発部門 ハードウエア開発部 部長

2022年６月 当社次世代技術開発部門 部門長 兼

第三開発部 部長

2023年２月 当社取締役 製品開発本部長 兼 ハー

ドウエア開発部 部長（現任）

(注)３
普通株式

24

取締役 遠　藤　暢　克 1972年11月24日生

1997年４月 イノテック㈱入社

2004年６月 アライドテレシス㈱入社

2014年５月 ㈱ジェネシスホールディングス入社

2015年４月 ㈱ワイズ・コーポレーション入社

2015年11月 当社入社

2016年10月 当社営業本部 第一営業部 部長

2020年７月 当社執行役員 法人営業本部 本部長

兼 第二営業部 部長

2023年２月 当社取締役 法人営業本部長 兼　第

二営業部 部長（現任）

(注)３ ―

取締役 成　田　友　依 1974年８月16日生

1993年４月 株式会社バイテック入社

2004年５月 パンテック・ワイヤレス・ジャパン

株式会社入社

2011年４月 同社 営業部 課長代理

2015年11月 当社入社 営業本部 第二営業部

2016年２月 当社経営企画本部 営業企画部

2021年４月 当社経営企画本部 営業企画部 部長

2023年８月 当社営業企画部 部長

2024年11月 当社取締役 営業企画部 部長（現

任）

(注)３ ―

取締役 岩　井　　　亨 1968年12月13日生

2001年５月 株式会社コス（現 株式会社堀場アド

バンスドテクノ）入社 管理部

2011年３月 東洋テック株式会社入社 経理部

2013年４月 四方工業株式会社入社 グローバル経

理部長

2014年７月 当社入社 管理部 経理グループ

2018年２月 当社経営企画本部 経営管理部 部長

2019年６月 株式会社A-Stage 取締役管理部長

（現任）

2023年９月 当社経営管理本部 本部長 兼 情報シ

ステム部 部長

2024年11月 当社取締役 経営管理本部 本部長 兼

情報システム部 部長（現任）

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

取締役 真　鍋　孔　明 1988年11月19日生

2012年４月 月島機械株式会社（現 月島ホール

ディングス株式会社）入社

2014年11月 株式会社スウィップ（現 株式会社

PocketPlot）設立 代表取締役（現

任）

2024年11月 当社社外取締役（現任）

(注)３ ―

常勤監査役 藤　原　豊　和 1963年７月30日生

1987年４月 ㈱東芝入社

2001年９月 ビジネストラベルジャパン㈱ 代表取

締役

2003年10月 ㈱東芝 映像事業本部 営業企画グ

ループ長

2010年４月 同社 デジタルメディア事業本部 事

業企画グループ長

2014年４月 東芝ライフスタイル㈱ 新規事業開発

室企画グループ長

2016年６月 東芝映像ソリューション㈱ 新規事業

開発部企画グループ長

2021年３月 TVS REGZA㈱ R&Dセンター企画管理グ

ループ長

2023年12月 当社監査役（現任）

(注)４ ―

監査役 平　松　仁　昌 1963年11月30日生

1986年４月 ㈱日立製作所入社

1999年４月 同社 オフィスシステム事業部パソコ

ン設計部第１グループ 課長

2000年４月 同社 インターネットプラットフォー

ム事業部 メディアステーション設計

部 GL課長

2007年４月 同社 コンシューマ事業グループ

マーケティング事業部 商品戦略企画

部 GL課長

2009年７月 日立コンシューマエレクトロニクス

㈱ 映像ソリューション事業部 国内

マーケティング部 GL課長

2013年４月 ㈱日立ソリューションズ プロダクト

ソリューション事業部

StarBoardソリューション本部 課長

2015年11月 サーモス㈱ 経営企画室 VECLOS課

2020年４月 同社 マーケティング部 情報管理課

マネジャー（現任）

2023年12月 当社監査役（現任）

(注)４ ―

監査役 十　代　田　敦 1964年12月８日生

1990年４月 ㈱大林組入社

1999年６月 ㈱アトリエ・ジーアンドビー出向

2011年６月 同社 取締役

2014年６月 同社 常務取締役

2021年４月 同社 代表取締役

2025年３月 DY デザイン一級建築士事務所 開設

（現任）

2025年12月 当社監査役（現任）

(注)５ ―

計 8,051
 

(注) １　取締役　真鍋孔明は社外取締役であります。

２　監査役　藤原豊和、平松仁昌および十代田敦は社外監査役であります。

３　2025年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　2023年12月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５　2025年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　代表取締役社長　藤岡毅は、保有株式8,000株（0.01％）を貸株として貸し出しておりましたが、2025年２月７日に全貸株の返還を

受けております。

 
 

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は１名であります。

真鍋孔明氏は、ソフトウエア業界、クロスボーダーEC業界に精通し、起業家としてベンチャー企業を立ち上

げ、企業経営者として、クロスボーダーEC業界において顧客ニーズに合致する製品を生み出す顧客開発力、製品

を軸に収益モデルを構築する事業開発力において豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その豊富

な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、当社の経営に的確な提言・助言等をいただくことにより、当

社の意思決定の健全性・透明性の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化を期待しております。

また、真鍋孔明氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引上の関係その他の利害関係はありませ
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ん。そのため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

 
当社の社外監査役は３名であります。

藤原豊和氏は、大手電機メーカーにおける新規サービスの事業化、国内外営業企画などの知識・経験に加え、

総務、人事、管理、経理業務や企業経営に関する知識・経験を有しており、その知識と経験を当社の経営全般の

監視に活かしていただくことを期待しております。

平松仁昌氏は、大手電機メーカーにおけるマーケティング、商品企画、商品開発、拡販戦略及び営業支援な

ど、当業界における幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づき、客観的な立場から当社経営に対

する監督と助言を適切に行っていただくことを期待しております。

十代田敦氏は、建築設計及びデザインの分野での知識・経験に加え、企業経営に関する知識・経験を有してお

り、その知識・経験に基づき、客観的な立場から当社経営に対する監督と助言を適切に行っていただくことを期

待しております。

 
また、平松仁昌氏及び十代田敦氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引上の関係その他の利害関

係はありません。そのため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しておりま

す。

このように社外監査役は、高い独立性と専門的な知識並びに豊富な経験を有していることから、公正かつ中立

に経営監視の機能及び役割を果たし、当社の企業統治に寄与するものと考えております。

 
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けており

ませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役は、常勤１名、非常勤２名で構成されております。各監査役は、取締役会に出席して取締役の

業務執行について監督を行うほか、重要な社内会議への出席や実務担当者へのヒアリングを通じ法令遵守や内

部統制の状況等を確認しております。また、実地棚卸の立会いや各種書類の閲覧等による会計監査を行ってお

ります。さらに、会計監査人や内部監査室と連携を図ることにより監査機能の強化を図っております。

当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで

あります。

氏名 開催回数 出席回数

藤原　豊和 12回 12回

平松　仁昌 12回 12回

甲立　　亮 12回 12回
 

 
監査役会における具体的な検討事項は、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の評価及び再任可否、定時

株主総会への付議内容の監査、常勤監査役選定、会計監査人の報酬、決算の監査等であります。

監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収受などの

ほか、常勤監査役は、重要な会議体への出席や事業所への往査、現場視察等を通じて、実効性のあるモニタリ

ングに取り組んでおります。また、取締役の業務執行状況に関しては、定時取締役会開催日に社外監査役に報

告を行い、必要に応じて取締役会で意見の提案を行っております。

社外監査役は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことで当社の企業統

治の有効性を高める機能及び役割を担っており、常勤監査役、内部監査室、会計監査人と連携を取りながら意

見交換を行い、監査効率の向上に努めております。

また、常勤監査役の活動として、本社に常駐し日常業務の監査及び取締役会に出席するほか、経営会議等そ

の他重要会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセスや決定内容

の適法性、適正性、妥当性及び合理性について監査しております。
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② 内部監査の状況

当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、構成員は専任の１名であります。内部監査室

は、会計監査人、監査役と連携を取りながら、社内の各業務が社内規程や会計基準等に準拠して行われている

か、法令が遵守されているか等の観点から、定期的に各部門を巡回監査しております。

また、内部監査室は必要に応じて監査役に内部監査の立会いを求め、共同で監査を行っております。さら

に、内部監査の結果については、代表取締役社長並びに必要に応じて取締役会及び監査役会に報告を行う体制

としております。

監査の手続きにつきましては、内部監査規程に基づき、以下の要領で実施しております。

ⅰ 監査計画書を代表取締役社長に提出

ⅱ 監査実施を被監査部署へ通知

ⅲ 監査終了後、監査報告書兼対応指示書を代表取締役社長に提出

ⅳ 被監査部門に監査報告書兼対応指示書を提出、監査結果対応指示回答書を入手

ⅴ 監査結果対応指示回答書を代表取締役社長に提出、その後、改善状況を確認

ⅵ 監査報告書兼対応指示書及び監査結果対応指示回答書の写しを監査役に提出

 
③ 会計監査の状況

イ．監査法人の名称

あおい監査法人

 
ロ．継続監査期間

３年間

 
ハ．業務を執行した公認会計士

指定社員・業務執行社員　惠良　健太郎

指定社員・業務執行社員　丸木　章道

 
ニ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士６名、その他４名

 
ホ．監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人としての専門性や監査経験、規模等の職務遂行能力及

び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案しており、あおい監査法人は、当社グループの会計監査人として

適任と判断しております。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その他必要があると判断した場合は、会計

監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改

善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意 に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたしま

す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人

を解任した旨と解任理由を報告いたします。

 
ヘ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、

監査報告の相当性等を評価し、あおい監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ピクセラ(E02075)

有価証券報告書

 48/111



 

④ 監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 24,300 ― 23,000 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 24,300 ― 23,000 ―
 

 

ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（イ．を除く）

　該当事項はありません。

 
ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 

ニ．監査報酬の決定方針

　当社グループの規模・業務の特性、監査時間等を勘案し、会計監査人と協議の上、決定しております。

 

ホ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積の算出根拠について確

認し検討した結果、これらが妥当であると認められたため、会計監査人の報酬等について同意いたしました。

 
(4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

また、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、当該決定方針に基づいて決定されているため、取締

役会として、報酬等の内容は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものと判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりであります。

イ．基本方針

当社の取締役の報酬は、金銭による固定報酬としての基本報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応

じた適正な水準としております。

ロ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決定した報酬総額の範囲内で、役位、

職責、在任年数に応じ業績、他社水準等をも考慮し、総合的に勘案して決定しております。

ハ．取締役の個人別の報酬の内容についての決定の方法に関する事項

取締役の個人別の報酬額については、当社と同程度の事業規模や同じ業種・業態の企業の水準をベン

チマークとしつつ、報酬決定の方針に従い取締役会で決定しております。

なお、1997年８月26日開催の臨時株主総会により、取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内（当該臨時株

主総会終結時点の取締役の員数は５名）としております。

 
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。

なお、1997年８月26日開催の臨時株主総会により、監査役の報酬限度額は月額2,000千円以内（当該臨時株主

総会終結時点の監査役の員数は１名）としております。
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②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役
(社外取締役を除く)

47,200 47,200 ― ― 6

監査役
(社外監査役を除く)

― ― ― ― ―

社外役員 22,700 22,700 ― ― 4
 

　（注）有償新株予約権は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであるため、上記の報酬等の総額、報酬等の種

類別の総額には含めておりません。有償新株予約権については、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状

況　①ストックオプション制度の内容及び③その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

 
③　役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 
(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投

資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

保有目的が純投資目的以外の株式を取得する際には、社内規程に基づき取得意義や経済合理性の観点を踏ま

えて取得の是非を判断すると共に、取得後は定期的に保有継続の合理性を検証しております。

 
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 ― ―

非上場株式以外の株式 ― ―
 

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 1 3,636

非上場株式以外の株式 ― ―
 

 

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ピクセラ(E02075)

有価証券報告書

 50/111



第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2024年10月１日から2025年9月30日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2024年10月１日から2025年9月30日まで)の財務諸表について、あおい監査法人によ

る監査を受けております。

 
３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、公益財団法人財務会計基準機構への加入や情報収集のための関連セミナーへの参加を行い、会計基準等

の内容を適切に把握できる体制を整備しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 94,828 575,476

  売掛金 ※2  119,581 90,583

  電子記録債権 650 134

  商品及び製品 147,995 259,237

  原材料及び貯蔵品 22,657 6,932

  前渡金 87,976 91,791

  未収入金 61,468 5,669

  その他 43,997 61,837

  貸倒引当金 △198 △182

  流動資産合計 578,957 1,091,481

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 112,574 18,204

    減価償却累計額 ※1  △112,574 ※1  △18,204

    建物及び構築物（純額） 0 0

   機械装置及び運搬具 10,188 10,188

    減価償却累計額 ※1  △10,188 ※1  △10,188

    機械装置及び運搬具（純額） 0 0

   工具、器具及び備品 770,444 543,723

    減価償却累計額 ※1  △770,443 ※1  △543,722

    工具、器具及び備品（純額） 0 0

   有形固定資産合計 0 0

  無形固定資産   

   ソフトウエア 0 0

   無形固定資産合計 0 0

  投資その他の資産   

   敷金 15,561 15,561

   その他 24,067 16,203

   貸倒引当金 △8,115 △8,100

   投資その他の資産合計 31,512 23,664

  固定資産合計 31,513 23,664

 繰延資産   

  株式交付費 7,517 11,276

  新株予約権発行費 1,172 -

  繰延資産合計 8,690 11,276

 資産合計 619,161 1,126,422
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※2  56,949 10,377

  未払金 70,591 58,499

  未払費用 77,159 57,937

  未払法人税等 8,046 16,276

  契約負債 24,027 5,810

  契約損失引当金 95,009 77,806

  ユーザー還元引当金 - 6,275

  資産除去債務 468 -

  その他 13,188 5,515

  流動負債合計 345,440 238,499

 固定負債   

  契約損失引当金 59,856 28,237

  資産除去債務 13,643 13,813

  固定負債合計 73,500 42,051

 負債合計 418,941 280,550

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 451,942 1,201,946

  資本剰余金 1,091,994 1,841,998

  利益剰余金 △1,211,753 △2,065,771

  自己株式 △133,380 △133,705

  株主資本合計 198,804 844,467

 新株予約権 1,416 1,404

 純資産合計 200,220 845,871

負債純資産合計 619,161 1,126,422
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

売上高 ※1  1,163,136 ※1  1,001,129

売上原価 ※2  932,771 ※2  724,214

売上総利益 230,365 276,914

販売費及び一般管理費 ※3,※4  1,077,039 ※3,※4  1,072,937

営業損失（△） △846,674 △796,022

営業外収益   

 受取利息 65 573

 投資有価証券売却益 460 3,548

 持分法による投資利益 6,007 -

 賞与引当金戻入額 5,339 -

 受取賠償金 - 1,998

 為替差益 747 126

 その他 650 570

 営業外収益合計 13,270 6,817

営業外費用   

 支払利息 939 407

 持分法による投資損失 - 6,260

 新株予約権発行費償却 6,809 8,572

 株式交付費償却 5,788 6,117

 社債発行費償却 - 7,399

 その他 24 0

 営業外費用合計 13,562 28,759

経常損失（△） △846,965 △817,963

特別利益   

 新株予約権戻入益 ※5  76 ※5  12

 特別利益合計 76 12

特別損失   

 減損損失 ※6  68,820 ※6  30,928

 棚卸資産評価損 110,167 -

 構造改革費用 17,815 -

 契約損失引当金繰入額 154,866 -

 特別損失合計 351,670 30,928

税金等調整前当期純損失（△） △1,198,559 △848,880

法人税、住民税及び事業税 3,680 5,019

法人税等合計 3,680 5,019

当期純損失（△） △1,202,239 △853,899

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △1,202,239 △853,899
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

当期純損失（△） △1,202,239 △853,899

その他の包括利益   

 その他の包括利益合計 - -

包括利益 △1,202,239 △853,899

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △1,202,239 △853,899
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③【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,743,072 4,641,781 △9,732,815 △125,038 527,000

当期変動額      

新株の発行

（新株予約権の行使）
441,942 441,942   883,885

減資 △5,733,072 5,733,072   -

欠損填補  △9,724,801 9,724,801  -

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △1,202,239  △1,202,239

自己株式の取得    △9,901 △9,901

自己株式の処分  △1,499  1,559 60

自己株式処分差損の

振替
 1,499 △1,499  -

株主資本以外の項目の

当期変動額

（純額）

    -

当期変動額合計 △5,291,130 △3,549,786 8,521,062 △8,341 △328,195

当期末残高 451,942 1,091,994 △1,211,753 △133,380 198,804
 

 

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 1,480 528,480

当期変動額   

新株の発行

（新株予約権の行使）
 883,885

減資  -

欠損填補  -

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
 △1,202,239

自己株式の取得  △9,901

自己株式の処分  60

自己株式処分差損の

振替
 -

株主資本以外の項目の

当期変動額

（純額）

△64 △64

当期変動額合計 △64 △328,260

当期末残高 1,416 200,220
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 当連結会計年度 (自 2024年10月１日　至 2025年９月30日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 451,942 1,091,994 △1,211,753 △133,380 198,804

当期変動額      

新株の発行

（新株予約権の行使）
750,003 750,003   1,500,007

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △853,899  △853,899

自己株式の取得    △445 △445

自己株式の処分  △118  119 1

自己株式処分差損の

振替
 118 △118  -

株主資本以外の項目の

当期変動額

（純額）

    -

当期変動額合計 750,003 750,003 △854,018 △325 645,663

当期末残高 1,201,946 1,841,998 △2,065,771 △133,705 844,467
 

 

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 1,416 200,220

当期変動額   

新株の発行

（新株予約権の行使）
 1,500,007

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
 △853,899

自己株式の取得  △445

自己株式の処分  1

自己株式処分差損の

振替
 -

株主資本以外の項目の

当期変動額

（純額）

△12 △12

当期変動額合計 △12 645,651

当期末残高 1,404 845,871
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純損失（△） △1,198,559 △848,880

 減価償却費 12,227 1,023

 減損損失 68,820 30,928

 構造改革費用 17,815 -

 新株予約権発行費償却 6,809 8,572

 株式交付費償却 5,788 6,117

 社債発行費償却 - 7,399

 棚卸資産評価損 232,989 34,950

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △171 △30

 賞与引当金の増減額（△は減少） △5,339 -

 契約損失引当金の増減額（△は減少） 154,866 △48,821

 ユーザー還元引当金の増減額（△は減少） - 6,275

 受取利息及び受取配当金 △65 △573

 支払利息 939 407

 持分法による投資損益（△は益） △6,007 6,260

 新株予約権戻入益 △76 △12

 投資有価証券売却益 △460 △3,548

 為替差損益（△は益） 1,083 △773

 売上債権の増減額（△は増加） 76,835 29,528

 棚卸資産の増減額（△は増加） 126,219 △131,318

 仕入債務の増減額（△は減少） △85,457 △46,572

 未払金の増減額（△は減少） △1,175 16,848

 未払費用の増減額（△は減少） △192 △19,221

 未収入金の増減額（△は増加） 1,058 △2,399

 その他 △39,246 △40,040

 小計 △631,297 △993,879

 利息及び配当金の受取額 65 573

 利息の支払額 △1,097 -

 構造改革費用の支払額 △17,815 -

 法人税等の支払額 △5,089 △4,422

 営業活動によるキャッシュ・フロー △655,234 △997,728

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △46,169 △31,952

 資産除去債務の履行による支出 - △27,165

 投資有価証券の売却による収入 700 3,636

 敷金及び保証金の差入による支出 △11,107 -

 敷金及び保証金の回収による収入 1,000 58,198

 その他 12,123 -

 投資活動によるキャッシュ・フロー △43,453 2,716
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           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 社債の発行による収入 150,000 1,042,600

 社債の償還による支出 △265,000 △1,050,000

 自己株式の取得による支出 △9,901 △445

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 878,396 1,491,750

 新株予約権の発行による支出 △3,000 △7,392

 その他 34 △1,626

 財務活動によるキャッシュ・フロー 750,529 1,474,886

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,083 773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,757 480,648

現金及び現金同等物の期首残高 44,071 94,828

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  94,828 ※1  575,476
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する注記)

当社グループは、当連結会計年度において、８期連続で営業損失を計上していること及び12期連続で営業活動に

よるキャッシュ・フローがマイナスとなっていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況

が存在しております。

当社グループでは、当該状況を解消するため、以下の施策を実施しております。

 
①事業の転換

長年の柱だった“TVチューナー会社”からの脱皮を、構造改革と新規事業の両輪で進めてきました。テレビ視聴

の配信シフトと市場縮小で、当社のコアだったチューナー周辺開発の需要が細り、従来の延長線では収益性が保て

ない状況にありました。チューナー周辺技術開発の大幅縮小と固定費圧縮、新領域として「ウェルネス／ヘルスケ

ア×Web3」へのシフトを行ってまいります。

第１段階として2023年に構造改革を実施し、チューナー関連の開発は“選択と集中”に改めました。本社移転な

どの固定費対策も同時に進め、月次で約1,000万円のコスト削減効果を狙うなど、収益構造の立て直しに着手してき

ました。

第２段階の2024年には合理化をさらに深掘りし、グループ全体で約26％の人員削減を完了しました。加えて固定

費は年約２億21百万円の削減効果を見込むなど、損益分岐点の引き下げを具体化してきました。これら事業の“身

軽化”を通じて、新規領域に経営資源を振り向けるための地固めを行ってきました。

そのうえで、事業ポートフォリオをウェルネス／ヘルスケア中心に行ってまいります。2025年は、健康行動を

“価値（報酬）”に変換するWeb3プロジェクト「WellthVerse」を発表し（コンセプトは“健康が新しい通貨にな

る”／健康データの自己主権とリワード設計をうたう）、同テーマでゲーム・エンタメ領域及びWeb3領域のコミュ

ニティ運営やマーケティングに強みを持つ企業、またWeb3・ブロックチェーン技術において強みを持ち、NFT（非代

替性トークン）技術やプラットフォーム開発を手掛ける開発企業との提携を結んで、ユーザー獲得と定着の二軸で

グロースを狙う体制を整えました。

同時に、高還元の“ポイ活”アプリ「エブリポイント」を2025年４月にローンチいたしました。“業界最高水準

の還元率”と多様な交換先を掲げ、９月には起動時広告の撤廃など使い勝手を高める「新モード」へ改良し、プロ

ダクト主導で継続率を高める設計に踏み込みました。これにより、広告・アフィリエイト・会員課金などのデジタ

ル収益を積み上げる“ソフト”の柱を築いてまいります。

インセンティブ設計と当社のソフト開発力を存分に活かしたサービスを組み合わせることで、これまでのTV

チューナー中心の事業戦略から大幅に転換し、継続性があり、かつ成長性があるビジネスモデルへの転換を大胆に

図ってまいります。

 
②ブランド戦略の遂行

Re・De（リデ）は、ピクセラグループの家電メーカーA-Stageが展開する“心地をリデザインする”を掲げたウェ

ルネスブランドです。キッチン、ビューティ、ライフスタイル、ウェアラブルまでを横断し、日常の「触り心地・

使い心地・居心地」といった体験価値を起点にプロダクトを設計するのが中核コンセプトです。ブランドビジョン

では、機能に寄り添うフィーリングや“からだの一部のように自然と動きたくなるデザイン”といった思想が明言

され、Re・De＝“心地をリデザインするウェルネスブランド”と定義されています。

プロダクト戦略は、電気圧力鍋「Re・De Pot」やケトルの調理家電から出発し、オーブンレンジ「Re・De

Range」、灯りと音の体験機器「Re・De Light & Sound」、美顔器「Re・De Suhada」、スマートリング「Re・De

Ring」、スマートダストボックス「Re・De Bin」などへ広がっています。単一カテゴリの“家電ブランド”にとど

まらず、暮らし全体の快適さに関わる領域へポートフォリオを拡張することで、ブランド世界観を生活シーンの幅

広い“接点”で体感できるようにしているのが狙いとなっています。

Go-to-Marketでは、直営の公式オンラインショップをハブに据え、限定カラー（例：モーヴピンク）やギフト施

策などD2C的な運用を強化しつつ、自社メディア「ReDESIGN」やアンビエントミュージック企画「Re・De Sound」で

世界観を継続的に発信する“コンテンツ起点”のブランド運営を行っています。さらに、新製品の先行販売では

Makuakeを活用し、「Re・De Range」の応援金が1,000万円を突破するなど、クラウドファンディングで初期需要の

検証とコアファンの形成を両立させています。リアルでは国内大手の体験型ライフスタイル家電セレクトショップ

やb8ta（新製品の体験型ストア）といった体験型リテールでの展示を通じて“触れてわかる”体験設計を重ね、初

期からデザイン評価（JIDAセレクション）も獲得いたしました。デザイン審美と体験価値を同時に磨き込む戦略を

とっています。
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グローバル戦略の初手としては、2025年に台湾のLASKO International Limited, Inc.と独占販売代理店契約を締

結し、まず台湾での量販・EC展開を開始いたします。2027年までに台湾・韓国・中国・シンガポール・香港のアジ

ア主要5地域へ広げる目標を掲げています。これは“プレミアム家電”ニーズの伸長が見込まれる市場を狙い、Re・

Deのプロダクトと世界観を現地の強い流通網に載せて拡大する計画です。

グループ戦略との接続では、ピクセラが推進するウェルネス×Web3プロジェクト「WellthVerse」において、指輪

型IoTデバイス「Re・De Ring」をコアデバイスに据え、睡眠や活動データを可視化しつつインセンティブ設計（ポ

イント／トークン）と結びつける“ソフト×ハード”一体の体験を組み込んでいます。Re・Deの“心地”を測り、

整え、続けるという体験を、プロダクト単体からエコシステムへ拡張する戦略をとっています。

Re・Deのブランド戦略は①「心地」を核にした明快なポジショニング、②暮らし全体へ拡張する多カテゴリ展

開、③D2Cと体験型リテール・クラファンを組み合わせた市場投入、④アジアを見据えた現地パートナー連携による

越境、⑤ウェアラブル×Web3による体験の“継続化”という5本柱で構成することを企図しています。Re・DeはA-

Stage（ピクセラグループ）のブランドとして、デザイン審美と体験価値、そしてデジタルエコシステムを束ねるこ

とで、従来の“家電”の枠を越えた唯一無二のウェルネスブランドへと進化を目指します。

 
③経営戦略資金の確保

当連結会計年度においてEVO FUNDを割当予定先とする第20回新株予約権を発行し、当連結会計年度末までに全て

の新株予約権が行使され1,500,000千円を調達しております。

また、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」に記載

のとおり、第13回無担保普通社債300,000千円を発行しました。

引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。

 
しかしながら、これらの施策を実施してもなお、今後の経済情勢等により収益が計画どおり改善しない可能性が

あり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連

結財務諸表に反映しておりません。
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(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数

2社

連結子会社の名称

株式会社RfStream、株式会社A-Stage

 
２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数

1社

会社等の名称

biz・Creave株式会社

 
(2) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項

biz・Creave株式会社の決算日は連結決算日と異なることから、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、株式会社RfStreamの事業年度の決算日は、連結決算日と一致しております。

また、株式会社A-Stageの決算日は３月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

 
４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しておりま

す。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

②　棚卸資産

製品、原材料、仕掛品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しており

ます。

 
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く)

定率法（ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降取得の建

物附属設備及び構築物は定額法）によっております。

②　無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウエア：

(市場販売目的のソフトウエア)

当社は関連製品の販売計画に基づく償却額と残存有効期間(３年以内)に基づく償却額を比較し、いずれか大

きい額を償却費として計上する方法によっております。

(自社利用目的のソフトウエア)

当社及び国内連結子会社は社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。
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(3) 重要な繰延資産の処理方法

①　新株予約権発行費

新株予約権発行費は３年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法によって償却しております。

②　社債発行費

 社債発行費は償還までの期間にわたり定額法によって償却しております。

③　株式交付費

 株式交付費は３年間の定額法によって償却しております。

 

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　契約損失引当金

将来の契約履行に伴い発生する可能性のある損失に備えるため、損失の見込額を計上しております。

③　ユーザー還元引当金

ユーザーに対して付与したポイントの利用に備えるため、翌連結会計年度以降において発生すると見込まれる

額を計上しております。

 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①ＡＶ関連事業

ＡＶ関連事業においては、主にデジタルＡＶ家電製品等の販売、製品の保守サービス、ライセンス使用許

諾、自社アプリ内で広告配信をしております。

製品の販売においては、引き渡し等により顧客に支配が移転した時点で履行義務が充足されることとなりま

すが、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項の代替的な取扱いを適用し、出荷時点において収益を認識

しております。また、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート、返品及び販売促進費等

の名目で顧客に支払う対価の一部について控除しております。

製品の保守サービスについては一定の期間を設けその期間内において製品の修理・交換等のサービスを提供

するものであり、期間の経過により履行義務が充足されることから、一定の期間にわたり収益を認識しており

ます。

ライセンスの使用許諾料は、契約期間内にわたり知的財産等を提供するサービスであるため、顧客への履行

義務の充足は一定期間にわたり認識すべき性質のものであることから、契約期間にわたり収益を認識しており

ます。

自社アプリ内での広告配信は、当社が管理及び運営するアプリ内において広告の掲載を行い、主にユーザー

が広告を視聴した時点やユーザーが広告をクリックし顧客と合意した成果が得られた時点で顧客への履行義務

が充足し、収益を認識しております。

②家電事業

家電事業においては、家電量販店やＥＣサイトを通じて家電製品等の販売をしております。

製品の販売においては、引き渡し等により顧客に支配が移転した時点で履行義務が充足されることとなりま

すが、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項の代替的な取扱いを適用し、出荷時点において収益を認識

しております。また、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート、返品及び販売促進費等

の名目で顧客に支払う対価の一部について控除しております。

 
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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(重要な会計上の見積り)

１．棚卸資産の評価

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  （千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

商品及び製品 147,995 259,237

原材料及び貯蔵品 22,657 6,932
 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

棚卸資産は、原則として、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、連結会計年度末における正味売却価額

が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としております。

また、一定の保有期間を超える棚卸資産については、用途及び販売可能性による分類を行ったうえで、当該分

類ごとに保有期間に応じて規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用しております。

処分見込の棚卸資産については、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げております。

これらは、将来の需要予測及び市場状況に基づいて決定しておりますが、予測不能な環境変化等により価格下

落など当社グループに不利な状況が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において簿価の切下げが追

加的に必要となる可能性があります。

 
２．資産除去債務

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  （千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

資産除去債務（流動負債） 468 ―

資産除去債務（固定負債） 13,643 13,813
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループでは、本社及び営業所等建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等につき、有形固定資産の

除去に要する将来キャッシュ・フローを見積り、使用見込期間に対応した割引率で割引いた金額を資産除去債務

として計上しております。

資産除去債務の見積りの基礎となる主要な仮定は、有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フロー及び使

用見込期間になります。

有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フローの見積りは、過去における原状回復工事の実績額、除去

サービスを行う業者等の第三者からの情報等に基づいております。使用見込期間は、当該資産の耐用年数に基づい

て決定しております。

資産除去債務の履行時期を予測することや将来の最終的な除去費用を見積ることは不確実性が伴うため、翌連結

会計年度に係る連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。

 
(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 
(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 
(2) 適用予定日

2028年９月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

 
(連結貸借対照表関係)

※１　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。
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※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産及び担保付債務は次の通りです。

 
前連結会計年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

売掛金 48,703千円 ―千円
 

 

 
前連結会計年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

買掛金 47,709千円 ―千円
 

 

(連結損益計算書関係)

　※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（セグメント情報等）　３．報告セグメントごとの売上

高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載しております。

 

※２　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれてお

ります。

 
前連結会計年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

 122,822千円 34,950千円
 

 

※３　販売費及び一般管理費

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

役員報酬 73,750千円 83,100千円

給料手当 285,242千円 200,824千円

業務委託費 129,670千円 124,375千円

販売促進費 45,526千円 126,746千円

支払手数料 124,098千円 124,968千円

研究開発費 68,080千円 135,822千円

貸倒引当金繰入額 △171千円 5千円

退職給付費用 2,620千円 2,175千円
 

 
（表示方法の変更）

「研究開発費」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より主要な費目として表示しております。な

お、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度においても主要な費目として表示しております。

また、前連結会計年度において、主要な費目として表示していた「賃借料」及び「運送費」は、金額的重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より主要な費目として表示しておりません。なお、前連結会計年度の「賃

借料」は70,631千円、「運送費」は74,919千円であります。
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※４　研究開発費の総額

 
前連結会計年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

一般管理費に含まれる研究開発費 68,080千円 135,822千円
 

 

※５　新株予約権戻入益

新株予約権戻入益の内容は、ストック・オプションの権利失効による戻入益によるものであります。

 
※６　減損損失

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額（千円）

株式会社ピクセラ本社
（大阪市西区）

事業用資産
建物及び構築物、
工具、器具及び備品、
長期前払費用

38,308

株式会社A-Stage
（東京都千代田区）

事業用資産 工具、器具及び備品 30,511

 

当社グループは、事業用資産について原則として会社ごとに資産のグルーピングを行っており、遊休資産等につ

いては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

　事業用資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナス等であるため、当連結会計年度において帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（68,820千円）として特別損失に計上しました。

　その内訳は、株式会社ピクセラ本社38,308千円（内、建物及び構築物21,676千円、工具、器具及び備品13,159千

円、長期前払費用3,473千円）、株式会社A-Stage30,511千円（内、工具、器具及び備品30,511千円）であります。

　なお、回収可能価額は使用価値によっておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないことから、零とし

て算出しております。

 
当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額（千円）

株式会社ピクセラ本社
（大阪市西区）

事業用資産 工具、器具及び備品 2,361

株式会社A-Stage
（東京都千代田区）

事業用資産 工具、器具及び備品 28,567

 

当社グループは、事業用資産について原則として会社ごとに資産のグルーピングを行っており、遊休資産等につ

いては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

　事業用資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナス等であるため、当連結会計年度において帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（30,928千円）として特別損失に計上しました。

　その内訳は、株式会社ピクセラ本社2,361千円（内、工具、器具及び備品2,361千円）、株式会社A-Stage28,567千

円（内、工具、器具及び備品28,567千円）であります。

　なお、回収可能価額は使用価値によっておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないことから、零とし

て算出しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ピクセラ(E02075)

有価証券報告書

 66/111



 

(連結包括利益計算書関係)

　　該当事項はありません。

 
(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

１．発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式(注)１、２ 662,027,658 52,970,000 687,582,382 27,415,276

Ａ種種類株式(注)３ ― 81,880 ― 81,880

合計 662,027,658 53,051,880 687,582,382 27,497,156

自己株式     

普通株式(注)４、５ 118,712 30,337 117,828 31,221

Ａ種種類株式(注)６ ― 81,880 ― 81,880

合計 118,712 112,217 117,828 113,101
 

(注) １．普通株式の発行済株式数の増加は、32,500,000株が新株予約権の権利行使によるもの及び20,470,000株がＡ

種種類株主の普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）の行使によるものであります。

２．普通株式の発行済株式数の減少は、2023年12月29日付で普通株式100株につき１株の割合で株式併合を行っ

たことによるものであります。

３．Ａ種種類株式の発行済株式数の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。

４．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

５．普通株式の自己株式数の減少は、117,525株が2023年12月29日付で普通株式100株につき１株の割合で株式併

合を行ったことによるもの及び303株が単元未満株式の買増請求によるものであります。

６．Ａ種種類株式の自己株式の増加は、Ａ種種類株主の普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）の行使

によるものであります。

 

EDINET提出書類

株式会社ピクセラ(E02075)

有価証券報告書

 67/111



 

２．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結
会計年度末

提出会社 第14回新株予約権 普通株式 20,000,000 ― 19,800,000 200,000 1,200

提出会社 第16回新株予約権 普通株式 285,000,000 ― 285,000,000 ― ―

提出会社 第18回新株予約権 Ａ種種類株式 ― 81,880 81,880 ― ―

提出会社 第19回新株予約権 Ｂ種種類株式 ― 40,000 ― 40,000 40

提出会社
ストック・オプ
ションとしての第
13回新株予約権

― ― ― ― ― 176

合計 305,000,000 121,880 304,881,880 240,000 1,416
 

(注) １．目的となる株式の数は、新株予約権が行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

２．目的となる株式の数の変動事由の概要

   第18回及び第19回新株予約権の増加は、発行によるものであります。

   第14回新株予約権の減少は、株式併合によるものであります。

   第16回新株予約権の減少は、32,500,000株が権利行使によるもの及び252,500,000株が消却によるものであ

ります。

   第18回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。

 

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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当連結会計年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

１．発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式(注)１ 27,415,276 75,000,000 ― 102,415,276

Ａ種種類株式 81,880 ― ― 81,880

合計 27,497,156 75,000,000 ― 102,497,156

自己株式     

普通株式(注)２、３ 31,221 7,821 31 39,011

Ａ種種類株式 81,880 ― ― 81,880

合計 113,101 7,821 31 120,891
 

(注) １．普通株式の発行済株式数の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。

２．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

３．普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の買増請求によるものであります。

 
２．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結
会計年度末

提出会社 第14回新株予約権 普通株式 200,000 ― ― 200,000 1,200

提出会社 第19回新株予約権 Ｂ種種類株式 40,000 ― ― 40,000 40

提出会社 第20回新株予約権 普通株式 ― 75,000,000 75,000,000 ― ―

提出会社
ストック・オプ
ションとしての第
13回新株予約権

― ― ― ― ― 164

合計 240,000 75,000,000 75,000,000 240,000 1,404
 

(注) １．目的となる株式の数は、新株予約権が行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

２．目的となる株式の数の変動事由の概要

   第20回新株予約権の増加は、発行によるものであります。

   第20回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。

 

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

現金及び預金勘定 94,828千円 575,476千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―千円 ―千円

現金及び現金同等物 94,828千円 575,476千円
 

 
　　２　重要な非資金取引の内容

   重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

重要な資産除去債務の計上額 21,797千円 ―千円
 

 
(リース取引関係)

該当事項はありません。　

 
 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、原則、短期的な預金等に限定し、社債発行及び株式発行により資金を

調達しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスク(取引先の契約不履行等によるリスク)に晒されて

おりますが、そのリスクにつきましては、与信管理規程に基づき、取引先ごとに与信管理を徹底し、回収期日や

残高を定期的に管理することによって、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握やその軽減を図っておりま

す。

営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒され

ておりますが、月次単位や日次単位での資金計画表を作成することなどにより、そのリスクを管理しておりま

す。

敷金はオフィスの賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前連結会計年度(2024年９月30日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

敷金 15,561 12,728 △2,832

合計 15,561 12,728 △2,832
 

（※）「現金及び預金」「売掛金」「電子記録債権」「未収入金」「支払手形及び買掛金」「未払金」「未払費用」

「未払法人税等」については現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので

あることから、記載を省略しております。

 
当連結会計年度(2025年９月30日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

敷金 15,561 11,520 △4,040

合計 15,561 11,520 △4,040
 

（※）「現金及び預金」「売掛金」「電子記録債権」「未収入金」「支払手形及び買掛金」「未払金」「未払費用」

「未払法人税等」については現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので

あることから、記載を省略しております。

 
（注）１　金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額は次のとおりです。

前連結会計年度(2024年９月30日)

 
１年以内
（千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
（千円）

現金及び預金 94,828 ― ― ―

売掛金 119,581 ― ― ―

電子記録債権 650 ― ― ―

未収入金 61,468 ― ― ―

敷金 ― ― ― 15,561

合計 276,529 ― ― 15,561
 

 

当連結会計年度(2025年９月30日)

 
１年以内
（千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
（千円）

現金及び預金 575,476 ― ― ―

売掛金 90,583 ― ― ―

電子記録債権 134 ― ― ―

未収入金 5,669 ― ― ―

敷金 ― ― ― 15,561

合計 671,864 ― ― 15,561
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（注）２　社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2024年９月30日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
 
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

 
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年９月30日）

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 ― 12,728 ― 12,728

資産計 ― 12,728 ― 12,728
 

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 ― 11,520 ― 11,520

資産計 ― 11,520 ― 11,520
 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金

敷金の時価については、返還時期の見積りを行い、返還までの期間に対応した国債利回りに信用リスクを加

味した割引率で将来キャッシュ・フローの見積額を割り引いて算出しており、レベル２の時価に分類しており

ます。

 
(退職給付関係)

(1）採用している退職給付制度の概要

　当社は、従業員の退職金の支給に備えるため、確定拠出年金制度を採用しております。

(2）確定拠出制度に係る退職給付費用の額　

 
前連結会計年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

　要拠出額 2,620千円 2,175千円
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションに係る費用計上額および科目名

該当事項はありません。

 
２．権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名

 前連結会計年度 当連結会計年度

新株予約権戻入益 76千円 12千円
 

 
３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

 第13回新株予約権

決議年月日 2022年７月21日

付与対象者の区分及び人数（注）２

当社取締役   ４名

当社従業員   16名

子会社従業員 ８名

株式の種類別のストック・オプションの数
（注）１、２

普通株式
90,100株

付与日 2022年８月31日

権利確定条件 権利確定条件の定めはありません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間（注）２ 2022年９月１日～2032年８月31日

新株予約権の数（注）２ 41,000個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数（注）２

普通株式　41,000株（注）３

新株予約権の行使時の払込金額（注）２ １株当たり900円（注）４

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（注）２

発行価格     900円

資本組入額   450円（注）５

新株予約権の行使の条件（注）２ 四半期純利益がゼロを超えた日以降、行使可能。（注）６

新株予約権の譲渡に関する事項（注）２
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
る事項（注）２

（注）８

 

（注）１．株式数に換算して記載しております。

 ２．当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在（2025年11月30日）にお

いて、これらの事項に変更はありません。また、2023年12月29日付で普通株式100株を１株にする株式併合

を実施したため、株式の種類別のストック・オプションの数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約

権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調

整しております。

 ３．本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式１株

とする。

　　 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整

の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

 

　　 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これら

の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるも

のとする。

 ４．行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2022年７月20日の東京証券取引

所における当社株式の普通取引終値である金９円とする。当該終値は、普通株式100株を1株にする株式併合

実施前の株価であります。

　  なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使金額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の比率
 

　

　　 また、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式

の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使金額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株あたり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

 

　　 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　　 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の

調整を行うことができるものとする。

５．新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額

(1)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

(2)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の行使の条件

(1)　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または

従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りではない。

(2)　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、その死亡時において新株予約権者本人が行使し

うる株式数を上限としてこれを行使することができる。

(3)　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)　各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

７．新株予約権の取得に関する事項

(1)　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承

認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を

もって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)　新株予約権者が権利行使をする前に、上記３に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場

合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

８．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記３に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上

記４で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権

の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

　上表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める行使期

間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上表５に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
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　譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

　上記６に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

　上記７に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
（追加情報）

「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況　①ストックオプション制度の内容」に

記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。

 
（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（2025年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

　なお、2023年12月29日に普通株式100株を１株とする株式併合を行っておりますが、以下は、当該株式併合を

反映した数値を記載しております。

① ストック・オプションの数

 第13回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2022年７月21日

権利確定前　（株）  

前連結会計年度末 ―

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 ―

権利確定後　（株）  

前連結会計年度末 44,000

権利確定 ―

権利行使 ―

失効  3,000

未行使残 41,000
 

 
② 単価情報

 第13回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2022年７月21日

権利行使価格　（円） 900

行使時平均株価（円） ―

付与日における公正な評価単価（円） ４
 

 
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

権利確定条件が付されていないため、付与数がそのまま権利確定数となっております。

 
(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)
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棚卸資産評価損 78,589千円 95,094千円

減損損失 26,534千円 15,421千円

減価償却費 48,955千円 31,660千円

貸倒引当金 2,542千円 2,619千円

契約損失引当金 47,358千円 33,372千円

税務上の繰越欠損金(注）２ 2,972,953千円 2,919,709千円

その他 50,584千円 62,468千円

繰延税金資産小計 3,227,517千円 3,160,345千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引
当額(注)２

△2,972,953千円 △2,919,709千円

将来減算一時差異等の合計に係る評
価性引当額

△254,564千円 △240,636千円

評価性引当額小計(注）１ △3,227,517千円 △3,160,345千円

繰延税金資産合計 ―千円 ―千円
 

(注) １．評価性引当額が67,172千円減少しております。この減少の主な内容は、当社及び連結子会社において棚卸

資産評価損に係る評価性引当額が16,504千円増加したものの、当社において減価償却費に係る評価性引当

額が17,295千円、契約損失引当金に係る評価性引当額が13,985千円及び当社及び連結子会社において税務

上の繰越欠損金に係る評価性引当額が53,244千円減少したことに伴うものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2024年９月30日）

 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の

繰越欠損金(a)
418,670 3,402 301,078 ― 299,566 1,950,236 2,972,953千円

評価性引当額 △418,670 △3,402 △301,078 ― △299,566 △1,950,236 △2,972,953千円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―千円
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
当連結会計年度（2025年９月30日）

 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の

繰越欠損金(a)
3,402 309,838 ― 308,285 314,610 1,983,572 2,919,709千円

評価性引当額 △3,402 △309,838 ― △308,285 △314,610 △1,983,572 △2,919,709千円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―千円
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

EDINET提出書類

株式会社ピクセラ(E02075)

有価証券報告書

 76/111



 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

　前連結会計年度（2024年９月30日）

税金等調整前当期純損失が計上されているため記載しておりません。

 

　当連結会計年度（2025年９月30日）

税金等調整前当期純損失が計上されているため記載しておりません。

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　2025年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が国会で成立し、2026年４月１

日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は、2026年10月１日に開始す

る連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等について、30.58％から31.47％に変更しております。

　なお、この税率変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。

 
(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

当社グループは、本社及び営業所等建物について不動産賃貸契約を締結しており、当該不動産賃貸契約におけ

る賃貸契約終了時の原状回復義務に関し資産除去債務を計上しております。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間は15年と見積り、割引率は0.758％から1.524％を使用して資産除去債務の金額を算定しておりま

す。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

期首残高 18,516千円 14,111千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 8,690千円 ―千円

時の経過による調整額 106千円 170千円

資産除去債務の履行による減少額 △26,310千円 △468千円

見積りの変更による増加額 13,107千円 ―千円

期末残高 14,111千円 13,813千円
 

(4) 当該資産除去債務の金額の見積りの変更

前連結会計年度において、当社の東京支社の賃貸借契約等に基づく原状回復義務として計上していた資産除去

債務について、原状回復費用の新たな情報入手に伴い、より精緻な見積りが可能となったことから見積りの変更

を行いました。

この見積りの変更により、資産除去債務13,107千円を変更前の資産除去債務残高に加算するとともに、同時に

計上した有形固定資産について減損損失13,034千円を特別損失に計上しました。

当該見積りの変更の結果、前連結会計年度の税金等調整前当期純損失が13,107千円増加しております。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）　４．会計方

針に関する事項　（5） 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情

報

前連結会計年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

（1）契約資産及び契約負債の残高等

 
 （単位：千円）

 当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 197,067 120,232

契約負債 515 24,027
 

顧客との契約から生じた債権には、売掛金、電子記録債権が含まれます。

契約負債は、保守サービス契約及び顧客から商品代金として受け入れた前受金に関するものであり、収益の認識に

伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、515千円であります。ま

た、当連結会計年度において、契約負債が23,512千円増加した主な理由は、顧客から商品代金として受け入れた前受

金の増加によるものであります。

過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益（主に、取引価格の変

動）の額に重要性はありません。

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超

える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る

対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。

 
当連結会計年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

（1）契約資産及び契約負債の残高等

 
 （単位：千円）

 当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 120,232 90,718

契約負債 24,027 5,810
 

顧客との契約から生じた債権には、売掛金、電子記録債権が含まれます。

契約負債は、保守サービス契約及び顧客から商品代金として受け入れた前受金に関するものであり、収益の認識に

伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、24,027千円でありま

す。また、当連結会計年度において、契約負債が18,216千円減少した主な理由は、顧客から商品代金として受け入れ

た前受金の減少によるものであります。

過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益（主に、取引価格の変

動）の額に重要性はありません。

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超

える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る

対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、製品及びサービスの種類別に事業を展開しており、「AV関連事業」及び「家電事業」の２つの報告セ

グメントとしております。

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「AV関連事業」は、主に地上デジタル液晶テレビ、地上デジタルチューナー及び地上デジタル放送受信モ

ジュール等の開発生産、パソコン向けのテレビキャプチャー等の開発生産、デジタルカメラ及びデジタルビデオ

カメラに同梱されるソフトウエア等の開発、並びに広告配信・ポイントサービス事業等を行っております。ま

た、「家電事業」は、主にオリジナルデザイン白物・黒物家電の開発生産を行っております。

 
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

 前連結会計年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

    (単位：千円)

 

報告セグメント

その他 合計
ＡＶ関連

事業
家電事業 計

売上高      

一時点で移転される財 602,422 460,865 1,063,288 ― 1,063,288

一定の期間にわたり移転される財 99,848 ― 99,848 ― 99,848

顧客との契約から生じる収益 702,270 460,865 1,163,136 ― 1,163,136

外部顧客への売上高 702,270 460,865 1,163,136 ― 1,163,136

セグメント間の内部売上高

又は振替高
△156 ― △156 ― △156

計 702,114 460,865 1,162,980 ― 1,162,980

セグメント損失（△） △35,864 △342,047 △377,911 ― △377,911

その他の項目      

減価償却費 10,388 1,527 11,916 ― 11,916
 

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

２　セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。
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 当連結会計年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

    (単位：千円)

 

報告セグメント

その他 合計
ＡＶ関連

事業
家電事業 計

売上高      

一時点で移転される財 480,439 496,743 977,182 ― 977,182

一定の期間にわたり移転される財 23,946 ― 23,946 ― 23,946

顧客との契約から生じる収益 504,385 496,743 1,001,129 ― 1,001,129

外部顧客への売上高 504,385 496,743 1,001,129 ― 1,001,129

セグメント間の内部売上高

又は振替高
7,199 ― 7,199 ― 7,199

計 511,585 496,743 1,008,328 ― 1,008,328

セグメント損失（△） △155,875 △203,471 △359,346 ― △359,346

その他の項目      

減価償却費 ― 855 855 ― 855
 

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

２　セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

  (単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,162,980 1,008,328

「その他」の区分の売上高 ― ―

セグメント間取引消去 156 △7,199

連結財務諸表の売上高 1,163,136 1,001,129
 

 
  (単位：千円)

損失（△） 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 △377,911 △359,346

「その他」の区分の利益又は損失（△） ― ―

セグメント間取引消去 ― ―

全社費用　（注） △468,762 △436,675

棚卸資産の調整額 ― ―

子会社株式の取得関連費用 ― ―

連結財務諸表の営業損失（△） △846,674 △796,022
 

(注)　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎研究費等であります。
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       (単位：千円)

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額

連結財務諸表
計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 11,916 855 ― ― 310 168 12,227 1,023
 

 

【関連情報】

前連結会計年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

TD SYNNEX㈱ 257,126 ＡＶ関連事業
 

 

当連結会計年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

TD SYNNEX㈱ 190,297 ＡＶ関連事業
 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

    (単位：千円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
ＡＶ

関連事業
家電事業 計

減損損失 38,308 30,511 68,820 ― ― 68,820
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当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

    (単位：千円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
ＡＶ

関連事業
家電事業 計

減損損失 2,361 28,567 30,928 ― ― 30,928
 

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。

 
【関連当事者情報】

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

種類

会社等

の名称

又は氏名

所在地

資本金

又は

出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

関連

会社

biz ・ Creave

株式会社

東京都港

区
10,004

Webメディア・

アフィリエイ

ト事業

(所有)

直接

39.0

役員の兼任

資金の援助
― ―

関係会社

長期貸付金
9,020

 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しております。

 
当連結会計年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

　該当事項はありません。

 
(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

種類

会社等

の名称

又は氏名

所在地

資本金

又は

出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

役員 藤岡　毅 ― ―

当社

代表取締役

社長

(被所有)

直接

0.03

当社

代表取締役

社長

資金の回収

(注)
12,123 ― ―

 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しております。

 
当連結会計年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

     該当事項はありません。

 
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

 該当事項はありません。

 
２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

前連結会計年度
(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

１株当たり純資産額 7円26銭 １株当たり純資産額 ８円25銭

１株当たり当期純損失（△） △64円35銭 １株当たり当期純損失（△） △13円53銭
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

　　 ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

純資産の部の合計額(千円) 200,220 845,871

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 1,416 1,404

（うち新株予約権（千円）） (1,416) (1,404)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 198,804 844,467

普通株式の発行済株式数(株) 27,415,276 102,415,276

普通株式の自己株式数(株) 31,221 39,011

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数(株)

27,384,055 102,376,265
 

 

３．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

１株当たり当期純損失   

　親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △1,202,239 △853,899

　普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損
失（△）（千円）

△1,202,239 △853,899

　普通株式の期中平均株式数(株) 18,682,653 63,124,884

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株
式の概要

 第13回新株予約権

 新株予約権の数　 44,000個

 普通株式　    　44,000株

 
 第14回新株予約権

 新株予約権の数　200,000個

 普通株式　　   200,000株

 
 第19回新株予約権

 新株予約権の数　 40,000個

 Ｂ種種類株式　　 40,000株

 第13回新株予約権

 新株予約権の数　 41,000個

 普通株式　      41,000株

 
 第14回新株予約権

 新株予約権の数　200,000個

 普通株式　　   200,000株

 
 第19回新株予約権

 新株予約権の数　 40,000個

 Ｂ種種類株式　　 40,000株
 

 

４．当社は2023年12月29日付で普通株式100株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度

の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失を算定しておりま

す。
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(重要な後発事象)

（自己株式の消却）

　2025年10月31日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことを決議し、自

己株式の消却を実施しました。

１．自己株式の消却を行う理由

資本構成の簡素化、管理効率の向上、将来の資本政策の柔軟性確保等のため

２．自己株式の消却の内容

消却する株式の種類　　　　　当社Ａ種種類株式

消却する株式の総数　　　　　81,880株（発行済みのＡ種種類株式の全て）

消却日　　　　　　　　　　　2025年10月31日

 
（第13回無担保普通社債の発行）

　当社は、2025年11月25日開催の取締役会の決議に基づき、以下の条件にて社債を発行いたしました。

＜本社債の概要＞

 １. 社債の名称 株式会社ピクセラ第13回無担保普通社債

 ２. 社債の総額 金300,000千円

 ３. 各社債の金額 金7,500千円

 ４. 利率 年率0.0％

 ５. 発行価額 本社債の金額100円につき金100円

 ６. 償還金額 本社債の金額100円につき金100円

 ７. 払込期日 2025年11月28日

 ８. 償還期日 2027年３月16日

 ９. 償還方法 （1）本社債は、上記第８号に記載の償還期日に、その総額を上記第６号に記載の償還

金額で償還する。但し、社債権者は、2026年４月17日以降の繰上償還を希望する日

の５営業日前又は当社と社債権者が別途合意する日までに当社に書面で通知するこ

とにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望す

る日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求するこ

とができる。

（2）当社が、今後、社債権者を割当先とする普通社債以外の方法による資金調達を別

途実施する場合、当該資金調達に伴い社債権者から当社に払い込まれた金銭の額の

本社債の発行日以降の累計額（但し、以前に当社が本第９号に基づき繰上償還した

本社債の合計額に相当する金額を除く。）が本社債の金額（7,500,000円）の整数倍

以上となったとき、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけの金

銭が払い込まれた日の翌取引日（当日を含む。）又は当社と社債権者が別途合意す

る日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。

（3）当社が、社債権者以外の者に対し、当社株式又は当社株式に転換若しくは交換で

きる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購

入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は間接に行う

場合、若しくはデット・エクイティ・スワップ等の実行による当社株式の発行又は

当社株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を社債権者以外の第三者に移

転するスワップその他の取決めを行う場合、社債権者は、繰上償還を希望する日の

５営業日前又は当社と社債権者が別途合意する日までに当社に書面で通知すること

により、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望する

日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求すること

ができる。但し、本請求は、当社が当社のストックオプション制度又は譲渡制限付

株式報酬制度に基づき当社の新株予約権若しくは普通株式を当社の役職員に発行若

しくは交付する場合及びその他適用法令により必要となる場合についてはこれをす

ることができない。
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  （4）当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完

全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付につき当社株主総会で承認決

議した場合又は当該計画を公表した場合、社債権者の書面による請求があったとき

には、当該請求日の翌営業日以降で当社と社債権者が合意する日において、残存す

る本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。

（5）当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整

理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合、当該銘柄に指定された日又は

上場廃止が決定した日以降、社債権者から書面による請求があったときには、当該

請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金

100円で償還する。

（6）当社において、50％を超える議決権を単独で又は共同保有者（金融商品取引法第

27条の23第５項及び第６項に規定するものを意味する。）とともに直接若しくは間

接的に保有する株主が新たに出現した場合、社債権者から書面による請求があった

ときには、当該請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額

100円につき金100円で償還する。

（7）当社において、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、

当社普通株式の全てを取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の

特別支配株主（会社法第179条第１項に定義される。）による当社の他の株主に対す

る株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃

止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場

合、社債権者は、償還を希望する日の10営業日前までに当社に書面で通知すること

により、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還を希望する

日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求すること

ができる。

 10. 保証の内容 該当事項なし。

 11. 担保の内容 該当事項なし。

 12. 募集の方法 EVO FUNDに全額を割り当てる。

 13. 社債管理者 本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすものであり、

社債管理者は設置しない。

 14. 資金使途 Web3プロジェクトの開発及びマーケティングプロモーション費用、家電事業の理美容関

連新製品の生産資金及びマーケティングプロモーション費用、ＡＶ関連事業、家電事業

の新製品の開発費用
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(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)

　当社は、2025年11月14日開催の取締役会において、2025年12月25日の第44期定時株主総会に、資本金及び資本準

備金の額の減少並びに剰余金の処分の件を付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。

１．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

繰越欠損を解消するとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的としております。

２．資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額　　　　　　　　　　　 　1,191,946,318円

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日 　　　2026年２月27日（予定）

　これにより、減少後の資本金の額は10,000,000円になります。

なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の

資本金の額が変動いたします。

３．資本準備金の額の減少の内容

　(1) 減少する資本準備金の額　　　　　 　　　　　 622,852,845円

　(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 　2026年２月27日（予定）

これにより、減少後の資本準備金の額は、1,219,145,848円となります。

なお、当社が発行している新株予約権が、資本準備金の額の減少の効力発生日までに行使された場合、資本準

備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。

４．剰余金の処分の内容

下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、そ

の他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越

利益剰余金の額は０円となります。

　(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　　1,814,799,163円

　(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　　1,814,799,163円

　(3) 剰余金の処分がその効力を生ずる日

2026年２月27日（予定）

５．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程

　(1) 取締役会決議日　　　　　　2025年11月14日

　(2) 株主総会決議日　　　　　　2025年12月25日

　(3) 債権者異議申述公告日　　　2026年１月13日（予定）

　(4) 債権者異議申述最終期日　　2026年２月17日（予定）

　(5) 効力発生日　　　　　　　　2026年２月27日（予定）
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記

載を省略しております。
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(2) 【その他】

 　　当連結会計年度における半期情報等

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (千円) 494,173 1,001,129

税金等調整前
中間（当期）純損失（△）

(千円) △432,907 △848,880

親会社株主に帰属する
中間（当期）純損失（△）

(千円) △435,743 △853,899

１株当たり
中間（当期）純損失（△）

(円) △10.90 △13.53
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 66,753 396,983

  売掛金 ※2  69,474 31,620

  製品 57,221 99,152

  原材料 21,945 6,209

  前渡金 75,905 81,254

  前払費用 16,975 19,515

  未収入金 61,468 5,669

  未収消費税等 - 18,488

  その他 ※1  15,030 ※1  13,986

  貸倒引当金 △198 △182

  流動資産合計 384,576 672,698

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 0 0

   車両運搬具 0 0

   工具器具備品 0 0

   有形固定資産合計 0 0

  無形固定資産   

   ソフトウエア 0 0

   無形固定資産合計 0 0

  投資その他の資産   

   投資有価証券 87 -

   関係会社株式 172,182 637,182

   関係会社社債 0 0

   関係会社長期貸付金 629,493 630,108

   敷金 15,561 15,561

   その他 ※1  28,448 ※1  26,933

   貸倒引当金 △651,099 △651,699

   投資その他の資産合計 194,674 658,086

  固定資産合計 194,675 658,086

 繰延資産   

  株式交付費 6,308 9,522

  新株予約権発行費 1,172 -

  繰延資産合計 7,481 9,522

 資産合計 586,733 1,340,308
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 ※1,2  56,236 ※1  9,577

  未払金 46,512 30,538

  未払費用 70,539 51,849

  未払法人税等 7,756 15,326

  契約負債 23,872 6,601

  契約損失引当金 95,009 77,806

  ユーザー還元引当金 - 6,275

  資産除去債務 468 -

  その他 11,136 3,437

  流動負債合計 311,531 201,412

 固定負債   

  契約損失引当金 59,856 28,237

  資産除去債務 13,643 13,813

  固定負債合計 73,500 42,051

 負債合計 385,031 243,464

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 451,942 1,201,946

  資本剰余金   

   資本準備金 1,091,994 1,841,998

   資本剰余金合計 1,091,994 1,841,998

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △1,210,271 △1,814,799

   利益剰余金合計 △1,210,271 △1,814,799

  自己株式 △133,380 △133,705

  株主資本合計 200,285 1,095,440

 新株予約権 1,416 1,404

 純資産合計 201,701 1,096,844

負債純資産合計 586,733 1,340,308
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②【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

売上高 ※2  721,617 ※2  528,754

売上原価 ※2  554,924 ※2  449,839

売上総利益 166,693 78,915

販売費及び一般管理費 ※1,2  668,536 ※1,2  662,255

営業損失（△） △501,843 △583,340

営業外収益   

 受取利息及び配当金 413 1,112

 投資有価証券売却益 460 3,548

 貸倒引当金戻入額 685 -

 為替差益 95 733

 その他 517 357

 営業外収益合計 2,171 5,751

営業外費用   

 支払利息 ※2  1,186 ※2  407

 貸倒引当金繰入額 - 615

 新株予約権発行費償却 6,809 8,572

 株式交付費償却 4,956 5,035

 社債発行費償却 - 7,399

 その他 0 0

 営業外費用合計 12,952 22,030

経常損失（△） △512,623 △599,619

特別利益   

 新株予約権戻入益 ※3  76 ※3  12

 特別利益合計 76 12

特別損失   

 減損損失 38,308 2,361

 棚卸資産評価損 110,167 -

 関係会社株式評価損 381,276 -

 構造改革費用 9,166 -

 契約損失引当金繰入額 154,866 -

 特別損失合計 693,784 2,361

税引前当期純損失（△） △1,206,331 △601,968

法人税、住民税及び事業税 2,440 2,440

法人税等合計 2,440 2,440

当期純損失（△） △1,208,771 △604,408
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他

資本剰余金
資本剰余金合計

その他

利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 5,743,072 4,641,781 - 4,641,781 △9,724,801 △125,038 535,013

当期変動額        

新株の発行

（新株予約権の行使）
441,942 441,942  441,942   883,885

減資 △5,733,072  5,733,072 5,733,072   -

資本準備金の取崩  △3,991,729 3,991,729 -   -

欠損填補   △9,724,801 △9,724,801 9,724,801  -

当期純損失（△）     △1,208,771  △1,208,771

自己株式の取得      △9,901 △9,901

自己株式の処分   △1,499 △1,499  1,559 60

自己株式処分差損の

振替
  1,499 1,499 △1,499  -

株主資本以外の項目の

当期変動額

（純額）

      -

当期変動額合計 △5,291,130 △3,549,786 - △3,549,786 8,514,530 △8,341 △334,727

当期末残高 451,942 1,091,994 - 1,091,994 △1,210,271 △133,380 200,285
 

 

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 1,480 536,494

当期変動額   

新株の発行

（新株予約権の行使）
 883,885

減資  -

資本準備金の取崩  -

欠損填補  -

当期純損失（△）  △1,208,771

自己株式の取得  △9,901

自己株式の処分  60

自己株式処分差損の

振替
 -

株主資本以外の項目の

当期変動額

（純額）

△64 △64

当期変動額合計 △64 △334,792

当期末残高 1,416 201,701
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 当事業年度(自 2024年10月１日　至 2025年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他

資本剰余金
資本剰余金合計

その他

利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 451,942 1,091,994 - 1,091,994 △1,210,271 △133,380 200,285

当期変動額        

新株の発行

（新株予約権の行使）
750,003 750,003  750,003   1,500,007

当期純損失（△）     △604,408  △604,408

自己株式の取得      △445 △445

自己株式の処分   △118 △118  119 1

自己株式処分差損の

振替
  118 118 △118  -

株主資本以外の項目の

当期変動額

（純額）

      -

当期変動額合計 750,003 750,003 - 750,003 △604,527 △325 895,154

当期末残高 1,201,946 1,841,998 - 1,841,998 △1,814,799 △133,705 1,095,440
 

 

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 1,416 201,701

当期変動額   

新株の発行

（新株予約権の行使）
 1,500,007

当期純損失（△）  △604,408

自己株式の取得  △445

自己株式の処分  1

自己株式処分差損の

振替
 -

株主資本以外の項目の

当期変動額

（純額）

△12 △12

当期変動額合計 △12 895,142

当期末残高 1,404 1,096,844
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する注記)

当社は、当事業年度において、８期連続で営業損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しております。

当社では、当該状況を解消するため、以下の施策を実施しております。

 
①事業の転換

長年の柱だった“TVチューナー会社”からの脱皮を、構造改革と新規事業の両輪で進めてきました。テレビ視聴

の配信シフトと市場縮小で、当社のコアだったチューナー周辺開発の需要が細り、従来の延長線では収益性が保て

ない状況にありました。チューナー周辺技術開発の大幅縮小と固定費圧縮、新領域として「ウェルネス／ヘルスケ

ア×Web3」へのシフトを行ってまいります。

第１段階として2023年に構造改革を実施し、チューナー関連の開発は“選択と集中”に改めました。本社移転な

どの固定費対策も同時に進め、月次で約1,000万円のコスト削減効果を狙うなど、収益構造の立て直しに着手してき

ました。

第２段階の2024年には合理化をさらに深掘りし、グループ全体で約26％の人員削減を完了しました。加えて固定

費は年約２億21百万円の削減効果を見込むなど、損益分岐点の引き下げを具体化してきました。これら事業の“身

軽化”を通じて、新規領域に経営資源を振り向けるための地固めを行ってきました。

そのうえで、事業ポートフォリオをウェルネス／ヘルスケア中心に行ってまいります。2025年は、健康行動を

“価値（報酬）”に変換するWeb3プロジェクト「WellthVerse」を発表し（コンセプトは“健康が新しい通貨にな

る”／健康データの自己主権とリワード設計をうたう）、同テーマでゲーム・エンタメ領域及びWeb3領域のコミュ

ニティ運営やマーケティングに強みを持つ企業、またWeb3・ブロックチェーン技術において強みを持ち、NFT（非代

替性トークン）技術やプラットフォーム開発を手掛ける開発企業との提携を結んで、ユーザー獲得と定着の二軸で

グロースを狙う体制を整えました。

同時に、高還元の“ポイ活”アプリ「エブリポイント」を2025年４月にローンチいたしました。“業界最高水準

の還元率”と多様な交換先を掲げ、９月には起動時広告の撤廃など使い勝手を高める「新モード」へ改良し、プロ

ダクト主導で継続率を高める設計に踏み込みました。これにより、広告・アフィリエイト・会員課金などのデジタ

ル収益を積み上げる“ソフト”の柱を築いてまいります。

インセンティブ設計と当社のソフト開発力を存分に活かしたサービスを組み合わせることで、これまでのTV

チューナー中心の事業戦略から大幅に転換し、継続性があり、かつ成長性があるビジネスモデルへの転換を大胆に

図ってまいります。

 
②ブランド戦略の遂行

Re・De（リデ）は、ピクセラグループの家電メーカーA-Stageが展開する“心地をリデザインする”を掲げたウェ

ルネスブランドです。キッチン、ビューティ、ライフスタイル、ウェアラブルまでを横断し、日常の「触り心地・

使い心地・居心地」といった体験価値を起点にプロダクトを設計するのが中核コンセプトです。ブランドビジョン

では、機能に寄り添うフィーリングや“からだの一部のように自然と動きたくなるデザイン”といった思想が明言

され、Re・De＝“心地をリデザインするウェルネスブランド”と定義されています。

プロダクト戦略は、電気圧力鍋「Re・De Pot」やケトルの調理家電から出発し、オーブンレンジ「Re・De

Range」、灯りと音の体験機器「Re・De Light & Sound」、美顔器「Re・De Suhada」、スマートリング「Re・De

Ring」、スマートダストボックス「Re・De Bin」などへ広がっています。単一カテゴリの“家電ブランド”にとど

まらず、暮らし全体の快適さに関わる領域へポートフォリオを拡張することで、ブランド世界観を生活シーンの幅

広い“接点”で体感できるようにしているのが狙いとなっています。

Go-to-Marketでは、直営の公式オンラインショップをハブに据え、限定カラー（例：モーヴピンク）やギフト施

策などD2C的な運用を強化しつつ、自社メディア「ReDESIGN」やアンビエントミュージック企画「Re・De Sound」で

世界観を継続的に発信する“コンテンツ起点”のブランド運営を行っています。さらに、新製品の先行販売では

Makuakeを活用し、「Re・De Range」の応援金が1,000万円を突破するなど、クラウドファンディングで初期需要の

検証とコアファンの形成を両立させています。リアルでは国内大手の体験型ライフスタイル家電セレクトショップ

やb8ta（新製品の体験型ストア）といった体験型リテールでの展示を通じて“触れてわかる”体験設計を重ね、初

期からデザイン評価（JIDAセレクション）も獲得いたしました。デザイン審美と体験価値を同時に磨き込む戦略を

とっています。

グローバル戦略の初手としては、2025年に台湾のLASKO International Limited, Inc.と独占販売代理店契約を締
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結し、まず台湾での量販・EC展開を開始いたします。2027年までに台湾・韓国・中国・シンガポール・香港のアジ

ア主要5地域へ広げる目標を掲げています。これは“プレミアム家電”ニーズの伸長が見込まれる市場を狙い、Re・

Deのプロダクトと世界観を現地の強い流通網に載せて拡大する計画です。

グループ戦略との接続では、ピクセラが推進するウェルネス×Web3プロジェクト「WellthVerse」において、指輪

型IoTデバイス「Re・De Ring」をコアデバイスに据え、睡眠や活動データを可視化しつつインセンティブ設計（ポ

イント／トークン）と結びつける“ソフト×ハード”一体の体験を組み込んでいます。Re・Deの“心地”を測り、

整え、続けるという体験を、プロダクト単体からエコシステムへ拡張する戦略をとっています。

Re・Deのブランド戦略は①「心地」を核にした明快なポジショニング、②暮らし全体へ拡張する多カテゴリ展

開、③D2Cと体験型リテール・クラファンを組み合わせた市場投入、④アジアを見据えた現地パートナー連携による

越境、⑤ウェアラブル×Web3による体験の“継続化”という5本柱で構成することを企図しています。Re・DeはA-

Stage（ピクセラグループ）のブランドとして、デザイン審美と体験価値、そしてデジタルエコシステムを束ねるこ

とで、従来の“家電”の枠を越えた唯一無二のウェルネスブランドへと進化を目指します。

 
③経営戦略資金の確保

当事業年度においてEVO FUNDを割当予定先とする第20回新株予約権を発行し、当事業年度末までに全ての新株予

約権が行使され1,500,000千円を調達しております。

また、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」に記載

のとおり、第13回無担保普通社債300,000千円を発行しました。

引き続き、必要に応じて事業資金の確保を図ってまいります。

 
しかしながら、これらの施策を実施してもなお、今後の経済情勢等により収益が計画どおり改善しない可能性が

あり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸

表に反映しておりません。

 
(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

 

２　棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、原材料、仕掛品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しておりま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社ピクセラ(E02075)

有価証券報告書

 95/111



 

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法（ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降取得の建物

附属設備及び構築物は定額法）によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物…８～18年

車両運搬具…６年

工具器具備品…２～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

市場販売目的のソフトウエアについては関連製品の販売計画に基づく償却額と残存有効期間(３年以内)に基づく

償却額を比較し、いずれか大きい額を償却費として計上する方法によっております。

　また、自社利用目的のソフトウエアについては社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

 

４　繰延資産の処理方法

(1) 新株予約権発行費

新株予約権発行費は３年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法によって償却しております。

(2) 社債発行費

社債発行費は償還までの期間にわたり定額法によって償却しております。

(3) 株式交付費

株式交付費は３年間の定額法によって償却しております。

 

５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 契約損失引当金

将来の契約履行に伴い発生する可能性のある損失に備えるため、損失の見込額を計上しております。

(3) ユーザー還元引当金

ユーザーに対して付与したポイントの利用に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計

上しております。

 
６　収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は、主にデジタルＡＶ家電製品等の販売、製品の保守サービス、ライセンス使用許諾、自社アプリ内で広告

配信をしております。

製品の販売においては、引き渡し等により顧客に支配が移転した時点で履行義務が充足されることとなります

が、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項の代替的な取扱いを適用し、出荷時点において収益を認識してお

ります。また、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート、返品及び販売促進費等の名目で顧

客に支払う対価の一部について控除しております。

製品の保守サービスについては、一定の期間を設けその期間内において製品の修理・交換等のサービスを提供す

るものであり、期間の経過により履行義務が充足されることから、一定の期間にわたり収益を認識しております。

ライセンスの使用許諾料は、契約期間内にわたり知的財産等を提供するサービスであるため、顧客への履行義務

の充足は一定期間にわたり認識すべき性質のものであることから、契約期間にわたり収益を認識しております。

自社アプリ内での広告配信は、当社が管理及び運営するアプリ内において広告の掲載を行い、主にユーザーが広

告を視聴した時点やユーザーが広告をクリックし顧客と合意した成果が得られた時点で顧客への履行義務が充足

し、収益を認識しております。

 
７　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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 退職給付制度

当社は、従業員の退職金の支給に備えるため、確定拠出年金制度を採用しております。

 
 

(重要な会計上の見積り)

１．棚卸資産の評価

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

  （千円）

 前事業年度 当事業年度

製品 57,221 99,152

原材料 21,945 6,209
 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項　(重要な会計上の見積り)　１．棚卸資産の評価　(2) 識別し

た項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりであります。

 
２．資産除去債務

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

  （千円）

 前事業年度 当事業年度

資産除去債務（流動負債） 468 ―

資産除去債務（固定負債） 13,643 13,813
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項　(重要な会計上の見積り)　２．資産除去債務　(2) 識別した

項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりであります。

 
(貸借対照表関係)

※１　関係会社に対する金銭債権・債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

金銭債権 13,501千円 12,972千円

金銭債務 553千円 905千円
 

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産及び担保付債務は次の通りです。

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

売掛金 48,703千円 ―千円
 

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

買掛金 47,709千円 ―千円
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(損益計算書関係)

　※１　販売費及び一般管理費

前事業年度（自 2023年10月１日 至 2024年９月30日）

販売費に属する費用のおおよその割合は3.7％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は96.3％でありま

す。

 
当事業年度（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

販売費に属する費用のおおよその割合は5.5％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は94.5％でありま

す。

 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

役員報酬 57,050千円 69,900千円

給料手当 159,309千円 99,295千円

業務委託費 63,722千円 65,547千円

支払手数料 104,207千円 103,858千円

研究開発費 62,865千円 129,489千円

減価償却費 452千円 168千円

貸倒引当金繰入額 △171千円 △30千円
 

 
（表示方法の変更）

「研究開発費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より主要な費目として表示しております。なお、

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度においても主要な費目として表示しております。

また、前事業年度において、主要な費目として表示していた「賃借料」及び「販売促進費」は、金額的重要性

が乏しくなったため、当事業年度より主要な費目として表示しておりません。なお、前事業年度の「賃借料」は

62,337千円、「販売促進費」は8,741千円であります。

 
　※２　関係会社との取引高

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

営業取引による取引高     

　売上高 △156千円 7,199千円

　売上原価 7,150千円 9,007千円

販売費及び一般管理費 29,828千円 17,354千円

営業取引以外の取引による取引高 596千円 663千円
 

 
　※３　新株予約権戻入益

新株予約権戻入益の内容は、ストック・オプションの権利失効による戻入益によるものであります。
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(有価証券関係)

前事業年度(2024年９月30日)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

  

区分
前事業年度
（千円）

子会社株式 172,182

関連会社株式 0

計 172,182
 

 

当事業年度(2025年９月30日)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

  

区分
当事業年度
（千円）

子会社株式 637,182

関連会社株式 0

計 637,182
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

棚卸資産評価損 75,030千円 91,548千円

減損損失 21,957千円 4,722千円

減価償却費 48,955千円 31,660千円

貸倒引当金 199,166千円 205,147千円

契約損失引当金 47,358千円 33,372千円

関係会社株式評価損 645,572千円 664,360千円

関係会社社債評価損 18,197千円 18,727千円

税務上の繰越欠損金 2,393,723千円 2,244,656千円

その他 72,878千円 88,243千円

繰延税金資産小計 3,522,838千円 3,382,438千円

税務上の繰越欠損金に係る評価
性引当額

△2,393,723千円 △2,244,656千円

将来減算一時差異等の合計に係
る評価性引当額

△1,129,115千円 △1,137,781千円

評価性引当額小計 △3,522,838千円 △3,382,438千円

繰延税金資産合計 ―千円 ―千円
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

　前事業年度（2024年９月30日）

税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。

 

　当事業年度（2025年９月30日）

税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　2025年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が国会で成立し、2026年４月１

日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は、2026年10月１日に開始す

る事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等について、30.58％から31.47％に変更しております。

　なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」

に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

 
(重要な後発事象)

「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」に同一の内容

を記載しているため、以下に記載の事項を除き注記を省略しております。

 
（子会社への貸付）

当社は、連結子会社である㈱A-Stageとの間で、2025年11月14日付で金銭消費貸借契約を締結し、2025年12月15

日付で貸付を実施しております。

資金使途　　　生産資金、新製品開発資金

貸付金額　　　177,000千円

貸付実行日　　2025年12月15日

貸付利率　　　年利1.0％
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　　（単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産 　建物 0 ― 0 ― 0 100

 　車両運搬具 0 ― ― ― 0 9,882

　 　工具器具備品 0 2,530
2,361
（2,361)

168 0 346,353

 有形固定資産計 0 2,530
2,361
（2,361)

168 0 356,336

無形固定資産 　ソフトウエア 0 ― ― ― 0 ―

 無形固定資産計 0 ― ― ― 0 ―
 

(注)　１．「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

　　　２.　工具器具備品の増加は、ストレージの更新によるものであります。

 
【引当金明細表】

　　　（単位：千円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 651,297 782 198 651,881

契約損失引当金 154,866 ― 48,821 106,044

ユーザー還元引当金 ― 6,275 ― 6,275
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 12月中

基準日 ９月30日

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
(特別口座)
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 ―――

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない
事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載URL　http://www.pixela.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第43期)　(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)　2024年12月27日近畿財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2024年12月27日近畿財務局長に提出。

(3) 半期報告書及び確認書

(第44期中)　(自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)　2025年５月15日近畿財務局長に提出。

(4) 半期報告書の確認書の訂正確認書

(第44期中)　(自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)　2025年６月23日近畿財務局長に提出

(5) 臨時報告書

①2024年11月25日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（臨時株主総会における議決権行使の結果）の規定に

基づく臨時報告書

②2024年12月３日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

③2024年12月27日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づ

く臨時報告書

④2025年１月20日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

⑤2025年７月９日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

⑥2025年８月26日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

⑦2025年12月26日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づ

く臨時報告書

(6)有価証券届出書の訂正届出書

①2024年９月26日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書　2024年11月14日近畿財務局長に提出

②2024年９月26日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書　2024年11月22日近畿財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2025年12月26日

株式会社ピクセラ

取締役会　御中

あおい監査法人

東京事務所
 

指定社員

業務執行社員
公認会計士 惠　良　健太郎  

 

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 丸　木　章　道  

 

　

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ピクセラの2024年10月１日から2025年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ピクセラ及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは、当連結会計年度において、８期連続で営業

損失を計上していること及び12期連続で営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっていることから、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されてい

る。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映さ

れていない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

　当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項を除き、監査報告書において報告

すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項

に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対

して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲

に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ピクセラの2025年９

月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社ピクセラが2025年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
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行う。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状

況】に記載されている。

 
利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 　　　　　　　　以　　上

 

 
 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2025年12月26日

株式会社ピクセラ

取締役会　御中

あおい監査法人

東京事務所
 

指定社員

業務執行社員
公認会計士 惠　良　健太郎  

 

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 丸　木　章　道  

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ピクセラの2024年10月１日から2025年９月30日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ピクセラの2025年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当事業年度において、８期連続で営業損失を計上し

ていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については

当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財

務諸表に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

　当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項を除き、監査報告書において報告

すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

 
その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付

意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
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利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

 
 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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